
様式1号(事務事業評価)

平成26年度事務事業評価シート|課ー局直M所(係)1 総務課 法制係 | 回 E亡己

一
二
倒 l人主数(人間入??ょっL115?|無|同問| 一般

歳「入 予算現額(円) 決算額(円)

国庫支出金E

主昨百i町主E主:覇:孟与主車毛一三÷ 

県支出金二三三

地方債と二三

そ(J)_他z三三三号
ー=飯慰調

|三=号、合F計、 。 ニ。
- 一一 J 一ア、

経常

活動指標、または成果指標 r一 三|二 H24 I H25 

2 

3 

三..1自治体関与の妥当性I 妥当である
ミ妥!':Iζ ぷ .，.................1 
1 当『旧的の妥当性 |妥当である
性 ~.....:.-....:...........................ò;:+............................1

対象(受益者)の妥当性|妥当である.

コスト効率 e ぐ|概ね適正である
効 l岡山…凶，...;:;..;...;;，:...;，;.......1

ミ率正l実施主体の適正化 |適正である
=性コI云ぬ :了，~Ò:;;:..........1 

1負担割合の適正化 |適正である

|目標達成度
有、 ト・ 1 

効 じ類似事業の存在 1存在しない
性-ー..........山町一民 主 | 

貫一土位施策ぎの貢献度 1.施策体系外 .. 
議案の審査、作成に当たり、各課からの提出期限の遵守を求める必要がある。

課題

今の方後
計画どおり事業を進めることが適当

改善

向性
時期 d

業

一

事

一

算

一

切
予
一

ロ
一

ゼ

一

一
記
項
一

一
特
事
一



様式1号(事務事業評価)

平成26年度事務事業評価シート|課E 局・室・所得)1 総務課 法制係 l回 1-1 4 1 

小項目(

例規関係事務事業

~IO 各課が起案する例規について指導・助言を行うともに

霊|審査を行う。
概 I~ 公布・告示・公告等の公告式を統括するo I手段|各課への助言・指導等を行い、例規集を管理する。
要10市の例規をデータベース化し、管理するとともに、ホー

lムページで公開する。

市 7
7，806，0001 7，806，456 

630，0001 630，000 

歳入手 予算現額(円) 決算額(円)

国庫支出金人

薫奪手財向己主〉一三一〉三市割告与一一

県支出金:二

地方債

その他「 雑入金 579，000 892，080 

ー般財源 7，857，000 7，544，376 

|二ニ:三三三一一合 計 8，436ρ00 8，436，456 8，436，0001. 8，436，456 

|ぺ一三:人件費醇一一二|人工数(入門|人T15;。||宝剣無|同司| 一般 | 経常

活動指標ーま正直fiK:果指標 ， H24 ， H25壬

|設定しない|設定しない
審査した例規の件数(うち条例、規則及び訓令の| 十

， 129件， 106件
件数) ，........ .. ~.~::.~L.. ，.....~ 

2 

3 

~<I 自治体関与の妥当性 i 妥当である
て妥 f マ.... '.-..............1 
当 I目的の妥当世 l 妥当である
性 f"'::;:-;:';;.;;;;~;;;;;-....;:;;.:;....;;:...I

対象(受益者)の妥当性l妥当である

コスト効率 概ね適正である
効 t.....................，...................'..'1

主率 |実施主体の適正化 |適正である
三世炉 、 | 

I負担割合の適正化 l適正である

|目標達成度三云 I I 

有 h・H ・.......・・i"..... …山，.............................，

効|類似事業の存在 三|存在しない
性_f……・.....・H ・......................ー|

I 三 l上位施策への貢献度|施策体系外

ーι例規シスァムを活用しフゴータ作成の省力化を図るo

複数人数による審査体制の確立を図る。

課題

今の後方
計画どおり事業を進めることが適当

改善

向性
時期

一
記
項
一

一
特
事
一



様式1号(事務事業評価)

5 |Nol 工 I一|法制係総務課平成26年度事務事業評価シート|課・局E室・所(係)I 

事Ig訴訟、和解及び不服申立ての櫛事務
10行政手続法及び行政手続条例に基づく総括事務

業 10住民投票条例に基づく総括事務

姐IdO直接請求(条例制定改廃等)の事務

韮 I~ 法令等の運用・解釈の助言・指導
10法令集・解釈書等の整備

J 歳 入 杢豊里璽(円) 決算額(円〉

国庫支出金

員オ 県支出金
源割 地方債)
内合
訳 γ その他

一般財調 1，704，473 1，704，473 
γ 合計千 1 ~~1，哩4 ，473 1，704，473 

経常
l人工数(人役)I人件費(円) I 
10.251 1，392，9251 

歳出 予算現額(円) 決算額(円)

法令集追録等 1，704，473 1，704，473 

l 支
出
内
訳

合計 1，704，473 1，704，473 

一
算

て一概
一一費一一一一

一
時
T
一

一太一

活動指標、または成果指標:+ 

2 

3 

自治体関与の妥当性|妥当である

当了旧的の妥当性 |妥当である
三世 I ι l 

E対象(受益者)の妥当性| 妥当である

コスト効率 三|概ね適正である
効 f.........;...... ."，.. ..... ..，..;. ，...; ;;.; ;.~I 

率 |実施主体の適正化 |適正である

11i|説副是正|孟32・

ム l目標達成度
有 1..........................................，+............................1
効|類似事業の存在 ご|存在しない
性 I.............;.......;.....~~.;...;.;.~.~;.I

|土佐施策玩の貢献度|施策体系外 .. 
課題

今の方後
計画どおり事業を進めることが適当

改善

向性
時期

一
記
項
一

一
特
事
一



平成26年度事務事業評価シート|課且局室・所得)1 総務課

事Ig文書事務の総括
10文書管理システムの管理・更新

業 10郵便物等の受取及び差出並びに支所等への文書逓送
概10文書事務に係る消耗品の一括購入
要 10印刷機・圧着機・裁断機の管理

中事百τ

面-，予 (円)

4，372，900 

1 三三三歳 入

消耗品費・印刷製本費

支|通信運搬費

出隔前蔚=ス料
一一

ζ訳

17，615，569 

2，251，620 

ブ μ，531，0961 24，240，089 

1木工数(人役)1人件費(円)

三三 川章一描算三一一;ミ1 0.41 丸22附 O

財一
j原割

訳内合

活動指標、または成果E崩事 H24 

2 

3 

|自治体関与の妥当性|妥当である
?妥千五ニ 一 | 
+当 |目的の妥当性 |妥当である
性 }チ|

対象(受益者)の妥当性|妥当である

，コスト効率 1概ね適正である
効ト :...............................1 

三率 |実施主体の適正化 |適正である
性 kr... λ ・・・ ........，...，....1 

I負担割合の適正化 |適正である

|目標達成度
有 f....・H・-町....・H ・..• .. • .. • • ...... . .... .~， ._. .， 
マ効 |類似事業の存在 ~ 1存在しない
性 f...，....:，...........，................:.....1

|土佐施策への貢献度|施策体系外

.レ

国庫支出金 1

県支出金二

地方債

その他三二

一般財源

合計

様式1号(事務事業評価)

法制係 回二 巴 6 

予事事覇(円) 決算額(円)

コピー代 100，000 136，544 

24，431，096 24，103，545 

三 24c~531;096 ~{246，0891 

経常

0 現行の文書管理シスァムは、職員手作りによるものであるが、運用を開始して約7年が経過し、プ、 タ量の増大に伴い、

動作の限界に達しつつあること、システムの不具合が多く見受けられるが手作りのために構造的に対応が困難であること、構
造的に出先機関における動作が不安定であること、さらに旧システムとの連携も必要となる情報公開条例、文書管理規程等

課題 で必要となる文書目録作成処理の一部がシステム上困難であること等、多くの課題があるため、規制ノ旬ケージシステムへの

更新を行う必要がある。
0 文書を保存するスペースが不足しており、各部署においても保存しきれない文書が多くあり、文書保管庫を早期に確保
する必要がある。

今の方後
計画どおり事業を進めることが適当

改善

向性
時期

固



様式1号(事務事業評価)

7 日回法制係総務課平成26年度事務事業評価シート|課局面室・所(係)1 

5，000 

5，000 14，0001三子 二一一一瓦凶。

人工数(人投)FX件費{円)'1

0.412，228，6801 ι 経常F 人件費概算

1 . H24 活動指標、または成果指標 r

2 

3 

|自治体関与の妥当性|妥当である
妥 f.":..;~...，.......，. ............... ".......1 
当 |目的の妥当性 |妥当である
性 f..:;...~;................. ，;.ó..........;ó..1

対象(受益者)!の妥当性|妥当である

| 三|ョズド効率三三 三|概ね適正である
効三1.，[.:~.; ;. .，川，.. ，......;...:;............1 
率:1実施主体の適正化 |適正である
性 f.....;....，.，:..............................1

負担割合の適正化 |適正である

目標達成度
有 f....，...;ó.i.;..;" .:i~;".;..;:;;:;.ó..;ó.;...1

ヤ勃τ|類似事業の存在 三|存在しない
Z 性二 h";::;';;;;:';;";:';';;;;";; ，，，...~:.....1

l上位施策への貢献度|施策体系外

課題

今の方後
計画どおり事業を進めることが適当

改善

向性
時期

..... 

一
記
項
一

一
特
事
一



様式1号(事務事業評価)

平成26年度事務事業評価シート|課・局室・所得)I 総務課

中項目(昨伊、

法制係 | 回 1 -1 8 1 

....10市の境界の確認嗣こ扇子る事嘉
芸 I~ 町又は字の区域の新設等に係る告示
概10新たに生じた土地の確認に関する事務(権限移譲)

要

歳三三出 予算現額(円) 決算額C円)二

Fど三三i王向j由訳子Ei三v 

合 計 o 。

l'三三 f 歳入 予算現額(円J決算額L円1

財

国庫支出金

県支出金
源割

地方債
内合
訳 その他

一般財源

三、合計 匡L 。 。
| 一 十ご d入王数(人役)1人件費(円LJI交問|血| 民孟I ~'" I 

人件費概算 i三 1 0，11 肌叫 | 算入 ι|無 II会開別| 一般 | 経常

※上段:目標中段:実績下段:達成率

活動指標、または成果指標 γ1 . H24 l' H25三 1 1~R2ô !目標 l

1設定しない|設定しない II設定しない|達成

1 1境界確認等の実施件数 { 実績志じ 'T・-一美議五℃…Ir…実語iiL:'…1日度

2 

3 

|三l.~，~~，~!円???引き雪合~....l
当 |目的の妥当性い一 |妥当である
性|ピ"'''，;;.，;..，1

J l対象〈受益者)の妥当性| 妥当である

五 l~~ト荷主以 I，~~適正であf
率 |実施主体の適正化 1 適正である
性~..，......，........，......，...."........，..， I

負担割合の適正化 l適正である

'1目標達成度三 ι壬|達成している
! 有 J一山~可一.喧勺4占'_"_!'毛j五{

:効‘'1類似事業の存在三 l存在しない
住 CJい」 歪三，~:;;;，;-..:~..";.."..，，， ...I

上位施策への貢献度|施策体系外

課題

今の後方
計画どおり事業を進めることが適当

改善

向性
時期

.レ

業

一

事

一

位
昇
一

予

一
ロ
一

ゼ

一
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一



様式1号(事務事業評価)

平成26年度事務事業評価シート|課局宮E 所(係)I 総務課 法制係 回 日 9 

中項目( 小項目l

庁舎管理事業

手段|警備・清掃・営繕・設備保守・法定点検等は外注する。

意図|庁舎を適正に管理することで、円滑な行政運営を推進する。

支
出 i

， :$l -m 
需用費

役務費

委託料

~:I使用料及び賃借料
=主盟

三宮言十三モ

予草現額{円)J決算額〔円}、

21，789，000 

4，236，000 

17，178，640 

2，264，000 

173，960 

三 45;641，600

21，003，954 

3，779，735 

15，360，387 

2，087，479 

173，960 

42，405，515 

l).;.エ数{人役)1人件費(円)
: 江主'"A件費概算 1 1 A<:: 1 

:ン 1 1.451 8，078，965 

活動指標、または成果指標 H24 

2 

3 

十 三 二一二二--轟二人二 2 

国庫支出壷三

射Z同配手一割合
県支出金

地方債

訳 その他

一般財源

合、計

交付税
算入

1 . ~. 1自治体関与の妥当性| 妥当である|庁舎等は市が管理すべきものであり、妥当である。
喧 T 酔・...・H・..…・・・-……・山.......・・い ・・ ・ 4 

予算現額(円) 決算額(円)

27，000 29，390 

45，614，600 42，376，125 

45，641，600 I . 42，405，515 

臨時

当ご|目的の妥当性 |妥当である|庁舎等の適正管理は、円滑な行政運営に資するものであり、妥当である。
γ 性二F...".;'"~ ，，::;:，，・ H・...…....・H ・"...・I ・ H ・ .........................1

l対象(受益者)の妥当性| 妥当である|対象は、適正な行政運営を行う上で必要な庁舎等であり、妥当である。

コスト効率 |概ね適正である|老朽化によりコスト増が見込まれるが、概ね適正である。
効 1......・H ・...................・H・-山…1.............................1

、率 |実施主体の適正化 |適正である|庁舎等は市が管理すべきものであり、実施主体は適正である。
性ト……}叩・M ・:..1.............................1

|負担割合の適正化 |適正である|庁舎・周辺敷地の管理の経費は、市が負担すべきであり、適正である。

|目標達成度
有有 -1….. 山….. 山….. 山….円?
効一 l類似事業の存在 一|存在しυyな旨い|
性 lトトトい"山……….. 山….. 山………..山….. …… .. …...……… .. 山….. …… .. 山...……….. 山……….. 山….. 山….日…'日...…………Jム………….. 川……….. 山……….. 山….. 山….. 山..………… .. 山...……….. 山…….. 山….. 山....山..1.............................1

上位施策への貢献度|施策体系外 .. 
0庁舎の老朽化に伴い、不具合や故障・破損の箇所が散見される。総合的な対策が急務である。

課題

今の方後
計画どおり事業を進めることが適当

改善

向性
時期

固



様式1号(事務事業評価)

10 日回法制係総務課

中項目(

平成26年度事務事業評価シート|課・局・室冒所(係)I 

(円)

雑入

予

47，000 

402，000 

449，000 

盟
諸
「
|

臨時

λ 
.国庫支出金

財.. I県支出金て

空型国有-
訳ーロー~他二三-ー:

三|ー肢財源字ご

i人工語I瓦設)1人件費(円1三l
|0.11  557，1701 

歳 出 予算現額(円) 決算額(円)

旅費 3，000 。
支 交際費 400，000 396，928 
出

需用費 28，000 18，360 
J内
訳ム 使用料及び賃借料 18，000 

一、士会計 449，000 415，288 

算概一費時
T一一よ

A

活動指標、または成果指標

42 I 50 ・・・・.........................ー・...........................
51 I 32 

............・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・..........
121% I 64.00% 

1 1各種団体の渉外対応件数

21市史・町史の販売件数

3 

自治体関与の妥当性|妥当である|渉外関連業務は、市としての対外的な業務であり、妥当である。
妥ト.....................………H ・I・H ・-……・ | 

謹I目的空妥当性 |妥当である|渉外関連業務は、行政の円滑胃!こ町子ものざあ九.妥当である。

|対象(受益者)の妥当性|妥当である|渉外関連業務の対象は、各種団体と市民、郷土出身者等であり、妥当である。

. Iコスト効率 I適正である|コスト軽減を図っており、最少の費用で最大の効果を発揮している。適正である。
効 lト.. …. 

率 |実施主{体本の適正化 l適正である|渉外関連業務は、市が実施すベき業務であり弘、適正である。
性 F/土で♂.竺?土で♂...竺....，竺一-一プ...一で?一iλ円勺…!一……….. … .. …………… .. ………凪"……….. …… .. …...………… .. ……… .. 山…….. …… .. … .. 可L

|蔓担割合の適正化 |適正である|渉外関連業務は、市の負担で行うベき業務であり仇、適正である。

|目標達成度 |達成している
=有 f........................:...............:.，..1
劫 1類似事業の存在 三|存在しない
性 lトト.. … .. 円 .吃竺叩川1竺竺山.. 山竺.. 日.竺可!ヲ日十…←.. ……... .. …一.. 一.....空?一ブ，...品h….. ….…一竺...…而....山.竺'"一….. 日-日…“.. 

J~よt盈麺荒;ベ」よべ"の貢献度|施策体系外 .. 
0市史等のさらなる販売の促進

課題

今の方後 改善
計画どおり事業を進めることが適当

時期
向性

一
記
項
一

一
特
事
一



様式1号(事務事業評価)

11 日回法制係総務課平成26年度事務事業評価シート|課医局直面所得)1

業務の節目に新たな意欲を持って行政執行に取り組む。

歳三A. 亨軍事覆(円) 決算祖(円)

国庫支出金

その他

「般財源

| 手ー合 計

同7

人件費(円)1

2笠竺l
l人工数(人投)1 

|0.251 
臨時

苦言語干旨1軍Lまたは成果指標

21新年互礼会参加者数(人)

1 1式の開催回数

3 

.自治体関与の妥当性|妥当である|庁中儀式等は、市が中心となって実施すべきであり、妥当である。
;妥 |山H ・M ・-山川・H ・H ・..…山・....:..1 ・|

二そミ当;当当三 I目的の妥当性 | 妥当である|庁中{儀義式等は、円滑な行政執行に寄与するものであり弘、妥当である。
桂抵二 }証白一一ド証白一一示"一ι山一;二.ι〉

|対象(受益賓Jの妥当性| 妥当である|業務の節目に開催する{儀義式であり弘、対象者は妥当であるo

コスト効率 、人 パ |適正である|新年互礼会は会費制による自主運営であり、コスト効率は適正である。
効~....・H・..………………山・1.............................1・

、率 |実施主体の適正化 1適正である l庁中儀式等lはま、市が中心的な役割を担うペきであり弘、妥当であるo

性性主 }トu…….“…‘
l負担割合の適正化化 I適正である l新年五礼会は会費制であり、適正である。

正予努ιぶ ....J 空空史史~県，l__-C1.-三1.- \9三:三~..l.~雪竺明:士竺竺T宵常!警?幣黙?ぞ門?烹?吹!士土♂1.，-三三rr::ごY士士"(立合士.:}.)三♂:}.)芝?吹弘弘3 1台三た合VJ，どVJ，ケ日，二，~二~守明吻翌烹煎li史仔iJi子竺烹黙子雪樗黙~明県任任吹空明嬰竪任Iftvとヒど~二こ三三~-C v三.. ゴ三-Cヨ
効 |類似事業の存在主主 I存在しない
性 I・M ・-….;.....;;.....;;;.;.;;，;'::;....;;.1

|r三 |上位施策への貢献度|施策体系外

.レ
新年互礼会の事務について、合同で開催している4団体(市・市議会・小野田商工会議所・山陽商工会議所)が、それぞれの
役割を明確にして適切な業務分担を図る。

謀題

今の方後
計画どおり事業を進めることが適当

改善

向性
時期

業

一

事

一
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一
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一

口

一
ゼ

一

一
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一

一
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一
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一



様式1号(事務事業評価)

12 日回一法制係総務課平成26年度事務事業評価シート|課E局 E室・所得)I 

.::rm扇面蚕真I県の表彰に係吾被表彰者の推薦
~，②市の功労者一般表彰等
毒|@市のスポーツ文化功労者等の表彰
要l④他課に属さない業務の実施

手段 i国褒章、県選奨等の推薦書の提出、一般表彰、栄光賞、奨励賞等の授与

表彰等を行うことで、協働のまちづくりの推進と市政の円滑な推進を図る

歳出 予算現額(円) 決算額(円)

報償費 155，000 136，836 

;支 需用費 48，000 25，960 

l 訳員号T 

使用料及び賃借料 100，000 79，993 

負担金、補助及び交付金 60，000 59，084 

モ ム合 言十 363，000 301，873 

三三二:三三歳 d 入 予算現額(円) 決算額(円)

面庫支出金

県支出金

地方債

その他

一般財源 363，000 301，873 

合 計 三 = ー 363;OQO 301;873 

~ 
※上段:目標

|H24  I 官25ー?
l 設定なし | 設定なし

1 1表彰基準に合致する表彰推薦数(国褒章・県選 1......::..;:.35.~..........t 

奨・栄光賞・一般表彰・スホ.ーツ及び文化芸術表彰)I.............~: … l 

臨時
交付税
算入

I入工数{木役)1人俳賓I再n
10.251  1，392，9251 

二人件費概算二」

活動指標Lまたは成果指標三

2 

3 

|自治体関与の妥当性| 妥当である|栄典・表彰等の事務は、市が実施すべきものであり、妥当である。
妥土}…，....................・....…i…↓ l 
当"'目的の妥当住 |妥当である i栄典・表彰等は、協働のまちづ、くりや円滑な行政運営につながり、妥当である。
住~..............・H ・.........・...・M・M・M・.+一|

|対象(受益者1の妥当性| 妥当である|栄典・表彰等は、市民及び市民団体を対象として行うべきものであり、妥当である。

|効|コ持率 |適正である|栄典表彰等は毎年、効率的に実施されており適正である。
t...._....， り......・H・・・・..............'...1.............................1

率 |実施主体の適正化 1適正である|栄典・表彰等は、市が実施主体となるべきものであり、適正である。
性 E.~.;:・H・-・..............……員一 .1......... ・ H・..........・M ・ ..1.......…

|負担割合の適正化 |適正である|栄典・表彰等は、市がその経費を負担すべきであり、適正である。

目標達成度三三 |概ね達成している

類似事業の存在 |存在しない

|よ桂施襲への貢献度|施策体系外

一
一
一
有
効
性 .. 

被表彰者について推薦漏れのないよう、推薦方法等について更なる検討を行う必要がある。

課題

今の方後
計画どおり事業を進めることが適当

改善 . 
向性

時期

固



様式1号(事務事業評価)

平成26年度事務事業評価シート|課・局直面所(係)I 総務課 法制係 1 INol..... 1 -1 14 1 

甲車百T 小項目(守~=叫、

固定資産評価審査委員会事務

固定資産税の納税者(個人及び法人)

当該委員3名を委嘱し、固定資産の価格に係る不服を審査決定する。

固定資産課税台帳に登録された価格に関する不服を審査決定するため。

歳 三出 予算現額(円〉 決算額(同J ι三=三ご蔵 C.-:_~:A.

支二

委員報酬 40，545 13，515 

|出 J

lこ内工

l訳

奪轟陸甫置Z三f二tf割倉三E 

国庫支出金

県支出金

地方債」

その他

一般財源

.g. ヨ 計 40，545 13，515 合計

人件費概算

活動指標、または成果指標 1 H24 

設定なし

1 1固定資産評価審査委員会の開催回数

2 

3 

|自治体関与の妥当性| 妥当である|地方税法に基づくもので、妥当である。
妥 ト….. ……….日山…..山...山..….….. 山山.. 山...….. 山山.. 山...山….. 山….. … .. 叫….“山.. 川.. 山….. 山山….. 山川.. 川.吋'什.. 

当 l目的の妥当性 ! 妥当である|地方税法に基づくもので、妥当である。
性 h....・H ・..………………H ・I・............................1

|対象〔受益者)の妥当性l妥当である|地方税法に基づくもので、妥当である。

コスト効率 ; 二 |適正である|報酬条例に基づくもので、適正である。
効7・….....~. ~ ;..川・…E…一1.............................1

，率 |実施主体の適正化 I適正である|地方税法に基づくもので、適正である。
性 lトトトトH………...……….. … .. 山.“.……….日.. …… .. 山.. 山...….. …-

負担割合の適正化 |適正である|地方税法に基づくもので、適正である。

J目標達成度
有十竺 I 

I て劫劫 ~;I調|開類似備事業駒の存開在 | 存帥在ω
性f，..........;:...;;...;.;;;...;;.............1

.上位施策への貢献Jt-I施策体系外

課題

.. 
今の後方

計画どおり事業を進めることが適当
向性

国

李算現額(円1|決算額(円)

40，545 13，515 

40;545 13，515 

一般 臨時

改善
時期



平成26年度事務事業評価シート|課・局室・所(係)1 人事課 給与係

歳出 予算現額(同)

委託料 5，030，000 

支
出

~ 日訳舟p 

|三ニ 会ど計 5，030，000 

lX工数ひ在)1 
1 0.151 

活動指揮ょまたは成果指標

決算額(円j

4，784，697 

4，784，697 

人件鰐4[官|無|
※上段:目標

H24九 I三 H25

685人 1 636人

1 1健康診断の受診者数(人間ドック受診者を除く) 685人 1 636人

l00.00% I 100.00% 

1 15人 1 15人
該当職員数に対するハチアレノレギー検査の受診 1...........~.~:.ï..........t..........;.~:.Ï.

21_~~"l~~!>S^.('-""':J} ' 0 . / " / " ，  ..../... ¥ .17"，....t:::i..........，....x._1-l7" I 15人|人
者数 |・.....~.~;..::.........~ ハ

l00.00目 I 100.00% 

3人 1 3人
31ハチアレルギー検査陽性者へのエピベンの配布 r.......... 3A……'r'…・3A…

100.00% I 100.00% 

ミ妥・時間与の*Ëi性1 妥当であ~....l.~~竺こ対九字警であり、妥当である。
二三当三 I目的の妥当性 | 妥当である|市職員に対する事業であり、妥当である。
三性三ド・・竺H ・H ・…....・H ・.....・H ・-…・.1.............................1
I '1対象L受益者)の妥当性|妥当である|市職員に対する事業であり、妥当である。

コスト効率三 三 |適正である|労働安全衛生法に基づく事業であり、適正である。
効トH ・H ・......川H ・M・-…・H ・;;:.1.............................1
率 |実施主体の適正化 |適正である|労働安全衛生法に基づく事業であり、適正である。
性}…....H.....・H ・M ・.....・...・H ・....::..1.............................1

|負担割合の適正化 |適正である|労働安全衛生法に基づく事業であり、適正である。

|目標達成度 1達成している
有 」 トト.ぷ"山里長品孟『立古込討.. ‘;ぷ日…叩.吋一.

効|類似事業の存在 壬|存在しない
性 ト…...・H ・・・・・・・H ・H ・..…，'........戸.+.....・H ・H ・H ・....・H ・....・I・...

上位施策への貢献度 1 1施策体系外 .. 
法改正により平成27年12月までに全職員を対象としたストレスチェック制度の整備が必要である。

課題

今の後方
事業の統合、規模、内容、実施主体の見直し等が必要 改時善期

向性

固

様式1号(事務事業評価)

|Nol ~ . 1 -1 4 

(円)

経常

27年度中に改善に着手



様式1号(事務事業評価)

5 日回
不項百T

給与係

公務災害事務

人事課

中事百I

平成26年度事務事業評価シート|課・局冒室，所(係)I 

-..c I地方公務員法第45条、地方公務員哀言語薗法第69条、
妻|労働基準法第75条、労働者災害補償保険法第1条、第3
概|条に基づく事業であり、公務中の災害を補償することで、
要|公務に集中できる職場環境を提供する。

(円)

l望見I人工数(入役)1"人件費(円)1 
10.151  835，7551 

、歳、「出 杢草里璽(円) 決算額(円)

補償費 300，000 190，345 

支 補償、補填及び賠償金 500，000 369，152 
出

訳内γ 

dE〉コ， 計 800，000 二面9;497

経常

H24 活動指標、または成果指標三

:~:~i~:::::::I::::::::::~W:::::::: 1 1公務災害発生件数に対する補償件数

2 

3 

自治体関与の妥当性 妥当である 市職員の公務災害に対する補償であり、妥当である。

畢性当 目的の妥当性

............................. -・・・・・冒・・・・・・・冒・・・・・・・a・・.....・・...........冒....................且・・・..........・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・B・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・...........................

妥当である 市職員の公務災害に対する補償であり、妥当である。
-・・・・・，....・司・・E・..・・.............................且・・・...............................・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・.............................冒・・....................・..・・.................・・・・・・・ B・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・z・・・a・・......冒..

対象(受益者)の妥当性 妥当である 市職員の公務災害に対する補償であり、妥当である。

コ実負ス施担ト割主効体合率田の直適一正日記

適正である 市職員の公務災害に対する補償であり、適正である。
効 .......................冒...冒.s・・a・・・且...........且・・・・・・・・.......................................................................................冒・・・・・.......・ E・・・・..............・・ B・・・........... 

率 適正である 市職員の公務災害に対する補償であり、適正である。
性守 -・・・・・・・・ E・.........且..............................................・・・.冒...・・・E・・・・・・・E・・・...且・a・・・・・・・・・・・・且......冒...・・・，且........・・・B・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・B・・・・・・・・・・・ B・・・・..........冒a・・・........且・..且・・......

正化 適正である 市職員の公務災害に対する補償負担であり、適正である。

きτ 者L効
目標達成度 達成している

類上似位事施業策への存の貢在献度

-・・・・・....且・z・・・.......・・....-・・・・・・・・・・・・ー・・且......・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・.........................・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・..冒・且.......且・..............u................................. 
存在しない

性 ...........・・・・・・・・・・・・・・・・・.....・・・・・・冒.........ー・・・且.........................................・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・....冒・・・・・・・・・.....・・冒.且・・・・・B・・・・・・・・・B・・・・ B・・・・・

施策体系外 .ト
公務災害発生の未然防止

|課題

今の方後
計画どおり事業を進めることが適当

改善

向性
時期

一
記
項
一

一
特
事
一



様式1号(事務事業評価)

日 6回給与係人事課平成26年度事務事業評価シート|課・局E室・所(係)I 

1 歳入 予算現額(円) 決算額(円)

国産支出金

財 県支出金

;頂'割d口』 地方憤内 J

J訳 その他

ー般財源 792，000 792，000 

合三計 ;二 三一己'792，000 792，000 ， 

歳出 予算現額(円) 決算額(円〕
y 

恩給及び退職年金 792，000 792，000 

支
出
内
守訳

ご合一二一 計 792，000 792，000 

経常
l人工数(瓦投刀一人件費(円)1 

|11  5，571，7001 
算一

一一概一一二

=費一一一

一一時
T
一一一

一よ一一

| 正活動指標、または成果指標=

1 1遺族年金の給付数

2 

3 

自治体関与の妥当性| 妥当である|地方公務員法第43条に基づく福利厚生事業であり、妥当である。
妥 v …一山H二・.....・M・-…|…・H・H・.......・H・ | 

|三註|目的の妥当性 i妥当である|地方公務員法第43条に基づく樹IJ厚生事業であ日吉弘

1 .... 1対象(受益者)の妥当性|妥当である|地方公務員法第43条に基づく福利厚生事業であり、妥当である。

.コスト効率 |適正である|地方公務員法第43条に基づく福利厚生事業であり、適正である。
効 I・H・H・...・H・-…………"....・H・.1.............................1
率 |実施主{体本の適正化 l 適正である|地方公務員法第4羽3条に基づづ、く福利厚生事業であり玖、適正である。
性 ド…'而山，..…坦F←円?戸...長…".戸一.日…….日….. 了五μ戸'.....λ…L一一.. … .. ふ.. 

l負担割合の適正イ化じ | 適正である|地方公務員法第4羽3条に基づづ、く福利厚生事業であり玖、適正である。

目標達成度 |達成している
有 1............................................1
劫|類似事業の存在 一|存在しない
性 }ト"山……….. 山…….. 山…山….. 川山.日而山-“耐.....…r

I ... 1よ位施策ベの貢献度 I I施策体系外 .. 
課題

今の後方
計画どおり事業を進めることが適当

改善

向性
時期

聞



様式1号(事務事業評価)

7 ;日E 給与係人事課

中事百I

平成26年度事務事業評価シート|課・局室置所得)1 

職員共済会事務

歳入 予算現額(円) 決算額(円)

国庫支出金，

財源内 割合

県支出金 γγ  

地方債ご

訳 その他行三

一般財源E 三 3，300，000 3，262，000 

合計二= 3，300，000 モ3)262，000

歳 出三二二三三 予算現額(円) 決算額回)

負担金、補助金及び交付金 '3，300，000 3，262，000 

主F三5辛支H聖出口ilf一一三: 

す:合:計 ムー .. 3;300，000 3，262，000 

1二交付税 | 血 | 
l-算入 |市|

※上段:目標

H24 三l' H25 
118人 1 . 126人

118人 I 126人

l00.00% I 100.00% 

2回 I 2回

21元気回復事業(プロ野球観戦、 TAO観覧等)回数 1 2回 1 2回

100.00% I 100.00% 

経常
l人工数(A役)I人件費(円)I 
|0.51  2，785，8501 

:三三三大件費概算

活動指標、または成副首標十乙 ρ 

1 1人間ドック受診者数

3 

.自治体関与の妥当性|妥当である l地方公務員法第42条に基づく義務事業であり、妥当である。
三妥， h~….............……H・H・川町一1.............................1

| 喜子|明の手当性 |妥当である|型方公務員法第42条に基づく子務事業であり、妥当である。

対象(受益者)の妥当位| 妥当である l地方公務員法第4担2条に基づく義務事業であり札、妥当であるo

ヨスト効率土;ζI適正である|地方公務員法第4位2条に基づく義務事業であり仇、適正である。
効 iトトト.. 山...…….. 山.. 山..山…….. 山.. 山.... ……"山.
率 |実施主体の適正化 |適正である l地方公務員法第4位2条に基づく義務事業であり弘、適正であるo

1性 h:....................;.........;・H ・..;...1.............................1
、 ......1負担割合の適正4じ |適正である l地方公務員法第42条に基づく義務事業であり、適正である。

目標達成度 |達成している

類似事業の存在 |存在しない

エ長幅員二Jゐ言語-長 1.............................1元長以五

有
効
性 .. 

-元気回復事業については、参加者を増やす事業を検討する。
-合併10周年に合わせて職員の親睦を図ることを目的に記念事業を検討する。

課題

今の方後
計画どおり事業を進めるととが適当

改善

向性
時期

園



様式1号(事務事業評価)

9 日回
小項目(

財政係財政課平成26年度事務事業評価シート|課，局宮刊(係)1 

司「地方自治法等の規定に基づく地方公共団体の報告にlf対象;1地方自治法第252条の17の5第l項の規定lこ基づく調査
霊1関する総理府令J(昭和28年)に基づき、毎年各自治体で1:::1
概l定期的に作成されるもので、総務省より「地方財政白書JI手段|国の定める調査表に基づいて作成・提出

|として公表されるものであるo I E 
'I~~ ，~.......~， V~U-_ '~/~o 1意図|決算状況の把握・分析

国庫亨歳刷:会入三き|=三三 r 三ご||予算現額(円)1決算額(円)1 

財 県支出金、

調内割 地方債
、、£E弘Z 

訳、 その他

般財源

L 
合計 。 。

歳出 予算現額(円) 決算額(円)

支
、出、

肉、、

訳

d回』 言十 。二一 O

経常
l人工数f人役)1六件費(同}1 

|0.21  1，114，3401 

|三--ζ 士三活動指標、または成果指標:

3 

1 1決算統計対象会計数

2 

I自治体関与の妥当性|妥当である Ir地方自治法等の規定に基づく地方公共団体の報告に関する総理府令Jに基づ、く調査
妥}・..............…………H ・H・-ー|・|
当 |目的の妥当性 |妥当である|決算状況を正確に把握・分析することで、自治体聞の比較を容易にすることが可能
性 1:........................:..............，...1.............................1

対象(受益者)の妥当性|妥当である|地方自治法第252条の17の5第l項の規定に基づく調査

Iヨスト効率 |概ね適正である|調査表作成日数の圧縮を図ることで人件費の抑制が可能
:劫士ト….~.….，....…H・H・..…1.............................1

率二|実施主体の適正化 |適正である|自治体での実施が必要
性 f;..;~;.~..・ H・-ニ・…プH・M・臥五…;:;.1.... ・........................，

負担割合の適正化 |適正である|事務に係る職員人件費について負担

目標達成度 |概ね達成している
有 f............................................1
効 |類似事業の存在 l存在しない
性 4 ゑ l

I主位施策Aの貢献度|施策体系外 .. 
引き続き、調査表作成要領等に従い正確な分析を行うとともに、事務分担等により効率的な調査表作成を行う。

課題

lpil 高
市
一
…
酬
一

計画どおり事業を進めることが適当

業

一

事

一

算

一
予

一
ロ
一

ゼ

一

一
記
項
一

一
特
事
一



様式1号(事務事業評価)

10 日回調整係財政課平成26年度事務事業評価シート|課・骨室冒所幌)I 

経常
三 |入工数(人役)1ミ入件費(円) 1 

- 0 . 3 1  1，671，5101 

、出正 (円J

。

三下竺き7舌動指標、または成果指標

普通交付税の交付決定額

21特別交付税の交付決定額

3 

自治体関与の妥当性|妥当である|地方交付税法に基づき、市町村が算定の基礎となる資料を作成する。

目的の妥当性 |妥当である|地方交付税の算定を通じ、必要な財源を確保している。

対象{受益者)の妥当性|妥当である

コスト効率 |概ね適正である|担当課との連携強化や算定資料作成マニュアノレ化などにより業務時間の削減余地あり。
効-.1--...・1・叩..........・H ・.......・H ・...而・1........................・H ・.1.
率三q実施主体の適正化 1 適正である
性c'~ 之，..;:..........1

|負担割合の適正化 |適正である

有 |目円?空翌空黙空.;...~...............I~~~烹?と三:士v'-bゴ;三ゴ:三fゴ|目主?でT雪計t型持空竺烹f今雪空:'d)丘守
効 1類似事業の存在 1存在しない
性三・…..............:......，..;.;..;.1

|主位施策への貢献度|施策体系外

妥
当
性

平成27年度から始まる合併算定替から一本算定への移行による段階的な削減については、支所に要する経費の算定などの
見直しが行われる予定のため、今後の影響額の把握に努める。

課題

今の方後
計画どおり事業を進めることが適当

改善

向性
時期

..... 

業

一
事

一

算

一
予

一
ロ
一

ゼ

一

一
記
項
一

一
特
事
一



様式1号(事務事業評価)

11 ー日回調整係財政課平成26年度事務事業評価シート|課局室伺(係)I 

経常|号:室主I無||人工数τ̂設)VA再葺I扇子1
021 1，114，340 

歳出 予算現額(円〉 決算額(円)

|子三三二合ム計一 。 。
一一一一

活動指標、または成果指標， H24 H25 
実質赤字なし 実質赤字なし

法に基づく健全化判断比率(実質赤字比率)の適
実質赤字なし 実質赤字なし1正な算定 ............................. -・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・B

100.00% 100.00% I 

17.00% 

企011465ポ15師四イント
法に基づく健全化判断比率(実質公債費比率)の ............................. 

2 15.30% 
適正な算定(数値は3か年平均)

ム1.7ポイント

68.3 59.8 
-・・............冒・・・......・・・・ z・・・・・.......・...............

3法に基づく将来負担比率の適正な算定 82.1 65.7 

+13.8ポイント +5;9ポイント

自治体関与の妥当性|妥当である|法律に基づき、それぞれの地方公共団体が算定する

目的の妥当性 l 妥当である |法に基づく指標により、監査の意見書を添えて議会に報告することで、財政の健全性を明らかにする

対象(受益者)の妥当性|妥当である|地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づく事務

妥
当
性

コスト効率 |適正である

実施主体の適正化γγ| 適正である

負担割合の適正化三|適正である

l目標達成度 I検討が必必、要|指標の改善については、長期的な視点による取組みが必要
有二 r辛r.ド'00ぷ-孟与L忌L二λ:主00….

三効一:三三三f三三I一類似事業の存在 i 存在しない |地方財政状況調査
性三いJλ斗| ……山…....…山………↓ l 

上位施策への貢献度|施策体系外

効
率
性

課題

今の後方
計画どおり事業を進めることが適当

改善

向性
時期

.. 

業

一

事

一

算

一
予

一
ロ

一

ゼ

一
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E
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様式1号(事務事業評価)

平成26年度事務事業評価シート|課・局盲室電所得)I 財政課 調整係 l回 日 12

手段|総務省改訂モデルによる財務書類の作成

資産、負債に関する情報の開示と適正な管理

歳出 予算現額(同) 決算額〔円)二 岡下

三一三τ三訳宜府7回ーて予三官

J 合、計 。 01 

l 人件費鵬 I人工数(人町人件問。II想見|無|戸高| 一般 | 経常

活動指標、または成果指標

1 1財務諸表数

基礎的財政収支
21 

(実績数値は、作成年度の前年度決算数値)

3 

H24 

4 

H25 

4 
作… 1"・M ・M ・T…

l00.00% I 100.00% 
300百万円 1300，000千円

1，137百万円 11，415，000千円

379.00% 1 472.00% 

自治体関与の妥当性|妥当である|自治体の財政状況を、企業会計的手段により把握する

目的の妥当性 1検討が必要|財務諸表をどのように活用するかの検討が必要

対象〈受益者)の妥当性|検討が必要|普通会計に加え、今後は特別会計、企業会計を含めた算定について検討が必要

適正である

適正である|

適正で、ある

|目標達成度三三 I検討が必要|財務諸表をどのように活用するかの検討が必要
有 ニト・H ・H ・-……….-....・H ・..........・;1…H ・H ・.....・H ・-・・・・円ゐl

効 |類似事業の存在 j存在しない
性~...・H・H・-… l

4易
-公表については、決算確定後、早期に分かりゃすく公表する。
-平成27年1月に総務省より固定資産台帳の整備と複式簿記の導入を前提とした財務書類の作成に関する統一基準が示さ
れ、平成29年度末までに統一的な基準に基づく財務書類を作成する必要がある。平成27年度以降、固定資産台帳の整備

課題 や複式簿記の導入などを計画的に取り組む。

今の後方
計画どおり事業を進めることが適当

改善

向性
時期

同ゼロ予時

。



様式1号{事務事業評価)

平成26年度事務事業評価シート|課局宮・所(係)I 管財課 財産管理係 回 日
中項目(時間、

ーl 平成20'年3耳東主両市有財産管理運用指針に基づ
芸|き、市有財産の適正な維持管理を行う。また、財務規則に
概l基づく市有財産の総括的管理も行う。

要

| 三三歳出 予算現額(円) 決算額(回) |三三三一二歳 入 f 

需用費 1，161，146 297，411 
軍両÷車号fご主主割合三}号

国庫支出金

役務費 34，346 34，346 県支出金

委託料 1，242，420 1，239，193 地方債

使用料及び賃借料 91，000 85，753 訳: その他

その他 126，000 。 一般財源

ιロ』 言十 、 2;654:912事' 1;656)703 

|入工数t人役)1二J人件費(円)， 
人件費概算 :1 1.751 9，750，4751 

活動指標、または成栗指標: ヘ I H24 

交付税
算入

Aロh 

1 ，臨時件数(開設定凶い) !.....二:::::i:滞在4O"{if

21修繕件数(目標は設定しない) L:二二:::::::::::r:二'4ft

3 

自治体関与の妥当性|妥当である|市有財産の管理であり、妥当である。
妥 ……一:…山戸山川・十 | 
当 |同目的rのの妥当性乙 I妥当である|市有財産の管理であり弘、妥当である。

| 旺 ……一L主λ一ぷ斗戸-一ι二，...一iム 」よよ一ι;ιよι.丙山山よ戸.

一 |対象〈受益者)の妥当性|妥当である

んコ|コスト効率 | 適正である

i持労神話;::::!::E5151:!?当時京王子五!こ
負担割合の適正化:三|適正である

|目標達成度
ι 有 斗 :......;..........， 
三効二|類似事業の存在 |存在しない
i性ド 、 | 

上位施策への貢献度|施策体系外 .. 

言十

予算現額(円? 決算額(円)

売却収入 2，654，912 1，656，703 

ニ %654;912 1，656，703 

一般 経常

今後の利用計画のないまま遊休化している財産が多く見受けられ、遊休財産であっても、建物の共済保険料、草刈等の委
託費、経年劣化による修繕費等の維持管理経費が増加している状況にある。

課題

今の後方
計画どおり事業を進めることが適当

改善

向性
時期

圃



様式1号(事務事業評価)

2 日回財産管理係管財課平成26年度事務事業評価シート|課且局・室伺(係)I 

対象|市有財産の損害及び市の賠償責任

手段|保険の加入手続き及び事由発生により保険請求事務を行う。

市有財産の損害補填及び市の賠償責任の確保

ーI 予期吾両損害に迅速に対応し、市有財産の損害補填

芸|及び市の賠償責任の確保を図るため、市民賠償保障保
概l険、建物火災保険及び道路賠償保険への加入及び保険

要i請求事務を行う。

f円)予出

唱
E
A
-
1
-
A
一

4

一r4・一一

n
u
-
n
u
 

，.， 

つ
ム
一
円
4

n
y
-
Q
d
 

c
u
-
ρ
h
u
 

ィ，ょ-噌'ム

必
吐

-

d笹

口

U
-
n
u

'・

3

η
'
u
-
n
L
 

n
日
-
n
日

6
士
b

聞一一一一一

-一一一口一一
-一一二一二一一一

一般

山市一一L 
I三 H24

~If::::::::r::::::::)五........

3 

若動指槙記または成果指標

1 I損害発生件数(目標は設定しなし、)

2 

妥‘自治全国与の妥当性|妥当である間財産の損害補填及び市の賠償責任の確保のため、妥当である。
，.・~....，.・..，........................1.............................t'

当 |目的の妥当性 |妥当である|市有財産の損害補填及び市の賠償責任の確保のため、妥当である。
性也}忌..............................……|・・ i 

l対象(受益者)の妥当性| 妥当である

三 |コスト効率 I 適正である

il場当労務::[主:~:~~::]~!~安易王子今日尚子守5555;子262;:
負担割合の適正化 |適正である

u国語達成度

j-ii:広場銭安;;:;l:5551;
上位施策刊の貢献度 .. 
なし

課題

今の後方
計画どおり事業を進めることが適当

改善

向性
時期

γλ 
全|国庫支出金

尉二三|県支出金
車三割匝嘉子
肉二合に丘三旦キ
訳工 fIその他

|ー般財源

合計

園



様式1号(事務事業評価)

中項目(

手段|庁用自動車管理規程に基づき適正な管理・運行・整備を行う。

6 日回財産管理係管財課平成26年度事務事業評価シート|課局宮・所(係)I 

ーl市の業務に必要不可天右芹肩自動車の管理・運行・整
主|備に関する事業であり、公用車の一元管理による公平な
~I車両供給と効率化及び維持管理経費の軽減を図る~ (保
幸l有状況:普通車13台、軽自舶、トラック1台)

公平な車両供給と効率化及び維持管理経費の削減を図る。

~ .三鏡下大 予算現額(円) 決算額(円)

国庫支出金了

県支出金:

地方債

その他 保険収入 1，300，000 493，989 

一般財輝 10，132，467 10，407，157 
hdE』ヨ 言十ι 11，432;'467 dO，!，l01，146 

支
出
内
訳

決算額(円ト

4，387，265 

1，520，843 

847，602 

3，767，381 
F
z
h
d
-
一jρρnU}J 

F
z
h
d
-
-
d
d

斗一

円
U
-
1
i:
 

口
o
-
1
i
i
=よ

ヴ
t

-
円

u:

q
d
-
n司ニ云工:
 

一Hv((γ
 

-4'ム

n
U
-
句
l仁
rJ 

n
U
-
氏
Uι

戸

b
-
A
&
±
=
 :
 

《

U

一
n

メ-

戸

b

一。乃
u主よ

R
U
一
A
斗吐&、，一

唱
E
L
一

司

i

1，521，000 

4，387，265 

847，602 

3，816，000 

予算現額[円7歳

燃料費

修繕料

も|保険料

機械器具借上料

面

三 Eその他

三二 士合比一計 J

|人工数I大投)1入件費L円)1 
321 9，899，6401 

:一一 人件費概算 経常一般

H24 ¥活動指標、または成果指標三

1 1共用車の1日平均稼働率(目標は設定しない)

2 

3 

:妥
:当
性

自治体関与の妥当性|妥当である|市の公用車であり、妥当である。

目的の妥当性r三 |妥当である|一元管理による効率化と維持管理費用の軽減であり、妥当である。

|対象(受益者)の妥当性| 妥当である

一|ヨ孟ト効率 |適正である|一元管理による効率化と維持管理費用の軽減であり、適正である。
効1山..・N ・-…....・H・.....・H・..…H・1.............................1
|子 |実施主体の適正化 I )j:iEである|市の公用車で初、適正で抗。

;世~......................，..........:....， ~;...I.............................I

'負担割合の適正化 I適正である|市の公用車であり、適正である。

目標達成度
有~......:;-..;.;;~，;;..，;è;;~;.，.......，......;.1

効 |類似事業の存在 |存在しない
性 f;;;.~i. ， ....;..;;;;.;.....................1

.土佐施策への貢献度|施策体系外

共用車が不足する事態が頻繁に発生している。また、老朽化により更新を要する車両が増えており、計画的な車両の入れ替
えを検討する必要がある。

課題

今の方後
計画どおり事業を進めることが適当

改善

向性
時期

.レ

平成26年度は、寄附により5月16日から1台共用車が増えている。



様式1号(事務事業評価)

平成26年度事務事業評価シート|課，局宣明(係)I 情報管理課 統言十係 1 INol 卜I9 I 

歳出 予算現額(円) 決算額(円) 入 予算現額(円7|決算額(円)

ご3出同E十J 主

負担金、補助及び交付金 8，000 7，400 

財覇肉割Z食三三
国庫支出金

畢支出金

地方債二主

訳 J 訳 そのi也一一 県民手続興旋報慣金 8，000 7，400 . 
一般財覇 J

合 計司 8，000 7，400 合主計 8，000 7，400 

概算 三|江数民役~人帽(可|鷲見|無 I I釘同| 一般 経常

活動指標、または成果干画事亨てて! H24. ! H25 

1 I負担金のため特になし

2 

3 

l l自器保当性 | 概 ね 妥 当 で あ る妥 F;，.....i;~.:;;....，.;......................!

当 旧闘の妥当性 |概ね妥当である
性}、|

対象t受益者)の妥当性|概ね妥当である

コスト効率 三|概ね適正である
効 f.........................:...............:..!
率 |実施主体の適正化 |概ね適正である
性f..，.:-......;.........，......................I

負担割合の適正化 i概ね適正である

目標達成度

効 |類似事業の存在弓三|存在しない
l性|三|

|上位施策への貢献度!施策体系外

課題

.. 
今の方後?

計画どおり事業を進めることが適当
向性

同一担金

改善 t

時期



平成26年度事務事業評価シート|課'局官官所(係)1 情報管理課

""'="1統計法(平成19年法律第53号)に基づく基幹統計調査を

芸|実施する法定受託事務。平成26年度基幹統計調査は、
町|学校基本調査、工業統計調査、全国消費実態調査、農
~I林業センサス調査、経済センサス調査及び国勢調査準備
京|調査。

歳 出i 予算現額(円) 決算額C円)

学校基本調査 4，000 3，700 
〉支 工業統計調査 247，000 185，650 
出

全国消費実態調査 907，000 718，000 
内
訳 農林業センサス 2，890，000 2，212，000 

経済センサスほか 3，378，000 

歳入

国庫支出金

県支出金

地方債

その他

一般財源ニ

様式1号(事務事業評価)

統計係 1 INol 卜11o 1 

予算現額(円) 決算額{円)

100.00覧 7，426，000 5，485，350 

合;ご三百十 r て..7，426;000 L 5，485，350 I 合三計= 三 7，426，000 5，485，350 
目 一一~一一 一 一一 E E 止uιー'・4 F冒園、 E • ..ι-， ， 、l 

J 活動指標、または成副首覆 H24 H25 

4 I 4 

1 1基幹統計調査の実施数(準備調査なども含む) 1 4 1 4 

100.00% I 100.00% 

2 

3 

l自治体関与の妥当性|妥当である|法定受託事務である。

|言
性

目的の妥当性 妥当である|法定受託事務である。

対象〈受益者)の妥当性|妥当である|法定受託事務である。

コスト効率 二 |適正である|法定受託事務である。
劫 1ぶ・H・H・...山1..............................1
;率て|実施主体の適正化 |適正である|法定受託事務である0

7 世~..・a・ ...........u...........…H・H・..… 1.............................1

l負担割合の適正化 l適正である|法定受託事務である。

有 問智空 L.，...;，...1快空幣存空任r吹ど日日rとピピL---C)"三士)"ど)，，¥Qど台)，，¥Q三三沖:三三T三E

効 1類似事業の存在 c -主三 1存在しない
性怯己J三:f.トプ一汗'

| 三子三;1二主主位施策への貢献度|施策体系外

ご課題

.. 

今の方後
計画どおり事業を進めることが適当

向性

園

一般 臨時

改善
時期



平成26年度事務事業評価シート|課・局冨室置所得)I 情報管理課

(円) 蕗三人

国庫支出金 7

長里蹄Z前R主三三子主?割音主

県支出金

地方債

その他

一般財源

三支出

訳内

L官三計三

宮入i件費概算
l人工数(人役)1 .人件費f円).1
|0.151  835，7551 

J 活動指標、または成果指標

1 1新規登録調査員数

21年度末現在の登録調査員数

3 

|自治体関与の妥当性 l妥当である|県委託事業である。
三妥 f;;.............山........……J…ト | 
:当 l旧目的の妥当性 |妥当である|県委託事業である。

; 性 |ト卜卜トH一………E目……E目一………E町…….. …… .. …....…………，一……正一…....….. … .. 一?一竺L一一一一一'竺土一L竺七…が.. 山..  

対象t受益者1の妥当住| 妥当である|県委託事業である。

I'{:]二コ3ス卜効率 1適正である|県委託事業である。
効二 じい・・円N ・A・...…山H・H・-山・・1.............................1

霊歪主持:

l負担割合の適正fじじ 1適正である|県委託事業であるo

I目標達成度T 三 ニ |達成している
有ト......・-…;-'!_.~"-.~~・右 | 

効 |類似事業の存在 1 存在しない
性主主・1山……...，.:......;..............1

|よ位施策への貢献度|施策体系外 ... 

4E』2 計

凶

様式1号(事務事業評価)

統計係 回二二 己 11 

至草璽璽1円) 決算額(円)

100.00% 15，000 11，000 

15，000 旦，000

経常

-山口県統計調査員確保対策事業要綱第4条第2項 (1)エにおいて、登録すべき者の数は「経済センサス基礎調査の調査
区数に2分の1を乗じて得た数」とされており、山陽小野田市の数は59である。
-登録すべき者の数は上回っているが、経済情勢の変化に伴い、統計調査業務が複雑化・困難化しており、プライバシー意

課題 識の高まりによる協力意識の低下など統計調査をめぐる環境が一層厳しさを増してしも状況で、統計調査員の確保が困難に
なっているo

-今後も啓発して確保に努める。

今の方後
計画どおり事業を進めることが適当

改善

向性
時期

園



様式1号(事務事業評価)

平成26年度事務事業評価シート|課・局宮・所(係)I 市民課 戸籍係 | 回

二小項目(ー-

1 -1 5 1 

事|出生、婚姻等の届出を受けて、その親族的身分関係を
業|登録、削除、創設、公証するために戸籍に記載して管理
概|する。地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法|手段|戸籍届出の際、法定要件を審査し、戸籍記載又は消除を行う
要|定受託事務である。

歳入 予算現額(円)

国庫支出金

県支出金 定額 63，000 

地方債ミrγ

その他三

ー般財濡ア 1，771，398 

;~，834 ，39BI: .~[t;J'札549 去と合 計 1，834，398 

|三ロ エ数{人役}I木間円2.] 1交付税三 1 ~ 1 1ム工叩 1 .Iu 1 
入件費極算三 1 3.651 20，3 

活動指標、または成果指標 l' H24 

1 1戸籍届出取扱件数

21戸籍謄抄本等の発行件数

3 

設定しない|設定しない

27，879件 1 28， 126件

|妥;問竹村|校校I.~~主主計三照明者三計
三当 1目的の妥当性 | 妥当である
性>F' 手~"，:;::"，~:"，;""，，::，;， '..:;;..I

」|対象(受益者)の妥当性| 妥当である

決算額f円)

64，307 

1，341，242 

1，405，549 

コスト効率 コ 1適正である|平成19年5月に戸籍システムの電算化を行っており、必要最小限の職員体制である
効 ト....・H ・..…日山H ・M ・-……・・・..1.....…....................1

率 |実施主体の適正化 |適正である
性 1.............................................1

|負担割合の適正化 |適正である

|目標達成度
三有 p而円・，':..，...，........，
効 |類似事業の存在三 |存在しない
性 1.....:....，:..;.:弓 1.............................1

上位施策への貢献度|施策体系外 .. 
平成20年5月に戸籍法が改正され戸籍の公開について制限が設けられた。また、虚偽の届出、不正請求を未然に防ぐた

めにも窓口での本人確認を厳格に実施している。戸籍事務は、間違いの許されない法定受託事務で担当職員の戸籍法、民
法、国籍法等の幅広い知識が必要とされるが、職員の異動等により事務の遂行が困難になる恐れがあるため、出先の支所等

課題 を含め係内での研修や意思疎通を充実させること等により、事務能力の向上を図る必要がある。

今の方後
計画どおり事業を進めることが適当

改善

向性
時期

県支出金の額は、戸籍届出件数等により算出し、県から通知される



様式1号(事務事業評価)

平成26年度事務事業評価シート|課 a局冨室明(係)1 市民課 住民係 回 日 6 

小項目(

至li諸説53f室長若手EE32伝説i諸|対象|住民基本台帳登録者

言|する事務処理の基礎とし、住民の利便の増進、国及び地
室|方公共団体の行政の合理化に資するための住民基本台

11限法に基づく事務である。

l需用費

支 |役務費

員匡童

面

=喜円主主 l 〓用車~，_n. -r R~.(量4当正士kま1
7 邑民主 11.>巳r口千可/.X..U 司Fミl-"烹!日ベイ

主三二三|備品購入費

予 霊童里i
748，676 

170，000 

5，000 

(円〉

464，400 

130，000 。
669，5121 649，560 

311，3291 311，329 

1 ，.~Mi51tl 二 1，555 ， 289

| 主二 三 L ミ三|木工数以釦|三公開円) 1 

;J三九性重概算ェ j亘1 5.51 27，868，9201 

若覇指標7または成果指標三千二てう三:

住民基本台帳異動届出件数

歳 7入士

国庫支出金4

財 県支出金
源割

地方債
内合
訳 その他

一般財源

dロh 言十

21住民票の写し等の証明発行件数

設定しない| 設定しない

33， 332件 I35， 599件

3 

至算理聾(円) 決算額(円)

定額 22，000 22，000 

1，882，517 1，533，289 

1，904，517 正1， 5~5， 289

経常

妥 l.~符.F7.???空|計三三I.:~.~~.~.~聖子ttT!?:?主主警青竺!竺万三fETffy
y 当 |目的の妥当性 |妥当である
i珪二f".ト "...~.，..:.......:......;..I 

|対象(受益者)の妥当性|妥当である

効
率
性

fhf需.. :.........;::..;.:...I....~.~.~?~....I.:.~::.~.~.~..I.~.仔rfff??ji三:BfJ、，~，望号N.&OJ丹空{L$:IIi'JヨQ
実施主体の適正化 |適正である

負担割合の適正化 l適正である

l目標達成度
i有 .1..;..，.....，;:....;，:..，;，..，...............1
:効1類融事業の存在 1 存在しない

性 1.，"，:..7.一ー
l土位施策への貢献度|施策体系外 .. 
近年、個人情報の保護やプフイパシー保護についての関心が両まっているo また、虚偽の届出、住民票等の不正請求を未

然に防ぐために厳格な本人確認を実施している。本人確認書類の無い来庁者の対応には時間を要すため、職員の窓口対
応のスキノレアップを図り、正確で安定した市民サービスの維持に努める。

課題

今の後方
計画どおり事業を進めることが適当

改善

向性
時期

県支出金の額は、人口数等により算出し、県から通知される



様式1号(事務事業評価)

7 ー日回
小項百I

住民係市民課

中項百I

平成26年度事務事業評価シート|課a局冒室冒所(係)I 

事|平成24年7月に外国人登語法力事止され、出入国管理
::1及び難民認定法に基づき中長期在留者と特別永住者に
歪|係る住居登録、特別永住者証明書の交付事務、法務省
霊|端末との情報連携処理を行う。外国人の居住関係が明確

lになり、在留管理に必要な情報を把握することができる。

手段|住民基本台帳に登録し、請求に応じ住民票等を交付する

三歳=入ご 予算現額(円) 決算額(円)

国庫支出金モ 定額 35，600 30，600 

i覇喜t4子二剖，*，11-県支出金三三豆

地方債ミヰ三ご二二

その他三三:

一般財源ララ

一合計 35;600 工三ミ 30，600 

歳、出 予算現額(円) 決算額(円)

需用費 15，600 15，600 

出支訳向

役務費 20，000 15，000 

T 合:.t--':計 35，60，0 QO，600 

経常凶
※上段:目標

=|三 H24 I 古吉一

1....評定:L-守:.~..~...l.烹定と合心.
717人 I 698人

|人工数T瓦在乃て人件費I円YI
|0.51  2，785，8501 

三ミ一一三入件費概算

活動指標、または成果指標号

1 1外国人住民の数

、‘
E

l
-
旨
…
ー
牛
"

7

・1
・

し…
5
…

定一何日…

昌
一
巳
日

1
1
4
1
1
4
 

、‘L

-
な
…
件
…

し…
A
J

P
-
-
H
戸

h

U

H

-

-一λ
"

。白M

-
Z
E
"
 21外国人住民の数異動届出件数(転入・転出)

3 

妥}??????正生|計三?っ日号TfFE 吹雪空lJzV空里子JE~~と??fTf????努
当 |目的の妥当性二三手 |妥当である
性 L主..戸}

| 三|詑象f号益者〕の妥当性I妥妥当である

|コスト効率 |適正である|住民基本台帳法、出入国管理及び難民認定法等に基づく事務であり適正である
z効 1・....・H・-…....…………山|・………....・H ・...1
占率 |実施主体の適正化 |適正である
性 1 ・ち l

'負担割合の適正化二 I適正である

1 1#1目標達:成度
有 f~6i主主子二.ι ，.............................， 

君子|題似事業の存在 |存在山、;

上位施策への貢献度|施策体系外 l .. 
平成24年7月に外国人登録法が廃止され、外国人住民も住民基本台帳法の対象となったため、住民票の発行により居住

課題

関係の証明はで、きるようになったが、外国人登録原票に基づく身分関係の証明については、本人が法務省に直接照会しな
ければならなくなったり、今まで、市の窓口で、手続きができていた在留カードの交付も入国管理局でしかできなくなったため外
国人住民の方にとっては不便になった手続きもあるo

職員のスキルアップをはかる。

今の後方
計画どおり事業を進めることが適当

改善

向性
時期

国庫支出金の額は、外国人住民の異動届出件数、特別永住者証明書の交付件数等により算出し、国から通知される



様式1号(事務事業評価)

1 INol三三|一 18 1 平成26年度事務事業評価シート|課・局宮 w所得)1 

中項目(

市民課 住民係

小項目 l

印鑑登録事務事業

三|本人からの印鑑登録申請に基づき、厳密な登録資格要|対象|当市に住民登録されており、自ら印鑑登録する意思のある方
芸|件審査、本人確認、登録意思確認を行い登録印の印影bB
概|を磁気ディスクに取り込み印鑑登録原票を作成し、印鑑|手段|自らの意思による申請に基づき登録し、証明書を交付する

|登録証を交付する。その登録証を提示することにより印鑑I l 

要。|登録証明書を発行する。 1意図|登録された印影の公証 J

面 く一二二三云歳三 入 予算現額(円) 決算額(円)

財

面庫支出金 L

県支出金
源割

地方債
内合
訳 その他

一般財源 317，696 302，672 

合計 317，696 302，672 

予 (円)

100，3681 97，672 

肌 0叫 40，000

167，3281 165，000 

l 耳障江数(人全|人{?1251官|無|同問I-~ I 経常

|戸 三吉覇藷標、または成果指標

1 I印鑑登録時件数

H24 1 H25 

設定しない|設定しない

2，381件 12，360件

21印鑑登録証明書の発行件数

設定しない I設定しない

20，717件 1 20， 908件

3 

自治体関与の妥当性 i妥当である|条例に基づき行う自治体の固有事務である
妥}…...H............…………山1.............................1
当 l同目的の妥当性 l 妥当である|取引行為が本人の意思に基づくものであると凸しい、うことを確認するために必必、要である
性 lトト..…..….一〕…J戸一…..…....……..….日.一日山，ρ.…一………..…..一……..…ι

|ヒ:三 l何討毒~X受益者釦}ゆの妥当位削1 :妥妥当である 115歳未満の者又は成年被後見人を除駅く、印鑑登録の意思のある市民

三三|コスト効率 I適正である|印鑑登録システムを電算化しており、手続きの簡素化、迅速化が図られている
""1f"n -..山りげ山H・H・....・H・...・H・....・H・-・・・.1.............................1

:率|実施主体の適正化 |適正である|国の示した事務処理要領に基づき条例を制定し事務処理を行っており適正である
性 L....・a・............:...:. ~~.・H・..……H・ 1... ・ .........................1

レ
L

-
，qE
-

正
一

適
p

一

の
一
度

合
一
成

割
一
達
一

担
一
一
標

負
一
目

適正である

有 } γ ニニ 1 
5効三，1類孤事業の存在 1存在しない
=性三三h;...;;";;.;;~....， ;..:..~;~...;;;..;.....;.:1

t土位施策への貢献度|施策体系外

課F題

印鑑登録申請は、本人の意思に基づき登録を行うため、基本的には本人が窓口に来て登録申請を行うこととしており、代
理人による申請手続きの場合には、即日の登録、証明書発行ができない。また、顔写真付きの本人確認書類のない場合も
文書で照会する必要があるため、即日登録ができない。しかし、印鑑登録証明は契約行為等に係る本人の意思表示の証明
となるため、厳格な審査を行う必要がある。
職員のスキルアップをはかる。

今の後方
計画どおり事業を進めることが適当

改善

向性
時期

ーι

園



様式1号(事務事業評価)

9 日

事|道路運送車両法のi富子要件を満たしていない草両を車両1対象|道路運送車両法の運行要件を満たしていなし、車両
ι|規登録又は継続検査等の目的で陸運局まで運行する必! 弓 l
:1要がある際、要件を審査のうえ5日間を限度として臨時運l一手段(1運行許可申請を受付け、臨時運行許可証を交付する

童|行の許可を与える。道路運送車両法、山陽小野田市自動hi~
|車臨時運行許可に関する取扱規則に基づき実施 1意図

回住民係市民課平成26年度事務事業評価シート|課且局E室・所(係)I 

臨時運行許可により自動車の登録・検査が円滑に行われる

亙一時需

歳入 予算現額(円)も決算額(円)

国庫支出金

財 県支出金
源割

地方債
内合
訳 その他

一般財澗 11，000 11，000 

合計 一 事ー i ごてきき 11，0りO 11，000 

f I予算現額f円)I決算額(円)面

11，000 11，000 

支
出
内
訳

経常

11，000 11，0001 

活動1m票、または成果指標

臨時運行許可件数

|人工数{人役)1 

|0.251 

合 4計

人件費概算

2 

3 

1自治体関与の妥当性|妥当である|道路運送車両法により市が臨時運行許可の事務を実施するように定められている
Tτ'----......_・......・M・M・.................…川.

ι 当主|目的の妥当性 |妥当である|自動車検査登録上必要不可欠である
性二 f;...・.............……....・H ・-…寸 | 

|対象t受益者)の妥当性|妥当である|臨時運行許可を必要とする個人又は法人

コス卜効率 :三 1 適正である 1:::1コストは人件費と最小の消耗品のみであり玖、事務取扱職員も最小限である
効 iトト.日……….. 一……….“山….. 山….. 山.. 山…….叫山山.. 川山.. 吋処..山……….. 山....ω川川.
率 |実施主f体本の適正化 |適正である|道路運送車両法に基づく法定受託事務であり適正である
性}弓.長....・7・"“4・......……..j............................+

;三|負担割合の適正化 |適正である

有;flp標達守度 | 
三効、|類似事業の存在 |存在しない
性 f:...........，.............:.."..;..;;:..，.:;..1

上位施質ベb貢献度|施策体系外

申請時の目的外使用や必要以上の期間での申請による貸出、返却期間の5日間を過ぎても許可証及び番号標を返却しな
いケースが見受けられる。貸出期間については、申請時に貸出理由と行き先等の聞き取りを行い、適正な期間のみの貸出に
なるように注意し、期間経過の未返納者には、電話催告、督促状の送付を行っており、悪質な場合には、警察への告訴も検

課題 討する必要がある。
職員のスキルアップをはかる。

今の後方
計画どおり事業を進めることが適当

改善

向性
時期

---

園



様式1号(事務事業評価)

10 

事|船員は、船員手帳を受有しなければならないため、地方|対象|船員

霊|運輸局で手帳の交付申請等を行う必要がある。しかしなl:~-::~:i-I
概|がら、地方運輸局の窓口は少なく不便であるため、運輸|手段|手帳の交付、訂正、書換え及び返還、雇入雇止の確認を行う
要|大臣の指定を受けた港に接続する地域の市町村が事務1....u 1 

|を代わりに行い関係者の利便性の向上を図っている。 I意図 i近くの窓口で手続きができ、船員の利便性の向上が図れる

日回
=三面項百I

住民係市民課平成26年度事務事業評価シート|課E骨室・所(係)I 

歳入 予算現額(円) 決算額(円)

国庫支出金

員オ 県支出金

内源 害合1] 地方債

訳 その他

、一般財源 9，320 9，320 

合ご計 9，320 9，320 

歳三出 予算現額(円) 決算額(円)

需用費 9，320 9，320 

支訳出内

計 9，320 9，32，0 

17瓦工事責{人役)1人件費(同JI
0151 835，7551 

経常

活動指標、または成果指標 f

1 1船員事務取扱件数

2 

3 

自治体関与の妥当性|妥当である|地方自治法、船員法に基づき市で実施する事務である
妥 }トいu山……….. …盆M川…….川叩山，.山山..山..……. 叩 "山巳竺1竺1………戸山山山川.. 山….. 山..，一...'一ぷi

当 |目的の妥当性 | 妥当である|港に接続する市で事務を行うことにより玖、船員の利使性の向上が図れる
性 }ト.而山………λι一山…….. ……… .. …… .. … .. “…….“..三三-一二三・.......u.......・H ・1.............................1

|対象(受益者)の妥当性| 妥当である|船員法に基づき来所する船員に対し行っている

コスト効率 1適正である|コストは人件費と最小の消耗品のみであり、事務取扱職員も最小限である

実施主体の適正化 |適正である|地方自治法、船員法に基づき市で実施する事務である

負担割合の適正化 1適正である

有 l.~.r.~芳三;.....~...，.1
c効三|類似事業の存在 |存在しない
:性ー F' ，~;....，..............，.:，.....;，..，.....， I

上位施策への貢献度 l施策体系外

効
率
性

件数は少ないが、事務処理に専門性を要するため、担当者が不在の場合でも対応できるように船員法の改主辱立画意しな
ふも、迅速性、正確性を確保し、円滑に対応がで、きるようにマニュアルを作成する必要があるo

..... 

課題

|諒|計画どおり事業を進めることが適当

固



様式1号(事務事業評価)

平成26年度事務事業評価シート|課 z局骨所得)I 国保年金課 |年金高齢医療係| 回
中項目(山町、

事l高齢者丙雇療の確保に関する法街;::J::り平成20年4月に
業|創設された後期高齢者医療制度により、保険料の収納業
町|務を行い、徴収した保険料を広域連合へ納付する。滞納

霊|者には督促を行い、悪質滞納者へは資格証明書を交付
lするかどうかの判定を行う。

歳 出 =予算現額(円) 決算額(円)

消耗品費 38，000 25，616 

印刷製本費 648，000 238，463 

通信運搬費 139，000 35，391 

手数料 179，000 153，553 

舎二計 J ム 1，004，000 453，023 

1 -1 3 1 

対象175歳以上及び65歳から74歳までの一定の障害のある方

手段|保険料の徴収及び滞納者への督促状樹、資格証明書交付判定

収納率の向上及び負担の公平性の向上

歳 入 予事事面I円) 決算額(円)

国庫支出金

財 県支出金
源割

地方債
内合
訳 その他之 督促手数料 145，000 124，500 

-三般財源 859，000 328，523 

l 合 計 1，004，000 453，023 

| 三 I人瑚人役)1人件費(円UI交付税r;l I ~;tfUIj %~ (1&Wl) I {f，!~--I 
三引少キ費概算 1 0叶7可| 乞υ2，71川1

※上段:目標中段:実績下段:達成率

活動指標、または成果指標 I H24 I . H25 I I H26 1目標】

1 1 I 1達成
1 1督促状発送件数 「… [;511存 r・12お 伴 …Ir"'ii7引手…'1度

100% I 100% 

21収納率(特別徴収+普通徴収) 99.63% 99:57% 

99.57%' I 99.63% 

3 

l自漬体、関与の妥当性|妥当である Ir高齢者の医療の確保に関する法律」による。
妥 1日 …H ・H・..…………ー1.............................1.
:当当一 I旧目的の妥当性 | 妥当である Ir高齢者の医療の確保に関する法律Jによる。
性 lトトトH…………冒H一…..山………..山….. 山….. 山..… 目………….一…………了一一….. 山…..…...………….. …… .. …… .. …...町…….. 叩山..山….. 山..日………….. …… .. ….. 山…….. …斗.. 

l対象(受益者)の妥当性| 妥当である|ド「高齢者の医療の確保に関する法律」による。

1 1コスト効率と |適正である 1r高齢者の医療の確保に関する法律Jによる。
笠 11 ，トい.... 司....….. …...司...何貝q曹H川.吋山..皇

率主I実施主i体本の適正化 |適正である|ド「高齢者の医療の確保に関する法律Jによる。
性 }ト卜竺ザFよ長♂4ζ壬ιλ竺ケγao....“…….. …...………… .. 山….. 山….. …....山……….. …… .. …....山……….. …… .. ….. ………….“….日...・H ・.'1.............................1 
三子|負担割合の適正化 |適正である Ir高齢者の医療の確保に関する法律」による。

|三 |目標達成度 一 1達成している
有}、「に;.，;，，;..:..;，.;....1
効 |類似事業の存在 |存在しない
性 も.fト卜ト.. 川'げふ占正ろ山…?巳.

1.土ι位施策への貢献度|施策体系外 .. 
三課題

今の方後
計画どおり事業を進めることが適当

改善

向性
時期

圃



様式1号(事務事業評価)

平成26年度事務事業評価シート|課・局 E 室刊(係)I 国保年金課 |年金高齢医療係| 回 1-1 4 1 

事i高齢者の医療の確保に関する法律により、平成20年4月
業Itこ創設された後期高齢者医療制度により、運営主体で、あ
概|る山口県後期高齢者医療広域連合が賦課する保険料を
要|徴収し、広域連合へ納付する。

歳 出 予算現額(円) 決算額{円)

事務費負担金 20，108，000 20，107，482 

支一二一一一 保険基盤安定負担金 184，703，000 184，702，509 

き三割訳出土ー
後期高齢者医療保険料納付金 727，868，000 708，037，403 

合計 932，679，000 912，847，394 

大{牛費概算

活動指標、または成裏指標 H24 

2 

3 

歳、 入

ヲ国庫支出金

財 県支出金
調割

地方債
内合
訳 その他ヌ 保険料

一般財源

合一計

自j治台体闇与の妥当性| 妥当である|ド「高齢者の医療の確保に関する法律」による。
妥三1ι}ド恒i与示ぷ…ぷ..示…一"……….. ….ο…、可，-...ふ.
当主斗目的の妥当性 ず I妥当である|ド「高齢者の医療の確保に関する法律jによる。

三性住主 }トト.日…………..………….日……….日……a日….目E“..山.....…E目一….目……..…..町……….，山…..……..…..…H ・H ・.-....ー…...↓ | 
対象(受益者)の妥当性|妥当である Ir高齢者の医療の確保に閲する法律Jによる。

コスト効率2 キ |適正である|ド「高齢者の医療の確保に関する法律Jによる。
効 lトト司"山……..山……..山…司H山..山山“

率 |実施主体の適正化 |適正である|ド「高齢者の医療の確保に関する法律」による。
性 卜卜“山-““斗..ぷふ.三ふ.日.凶山…“山....………‘u…..“山……..山…….“山.. 山.“.“……4削山..日………日………且….. ……… .. ……… .. 川…….“山.. 山..'1ト.............................1
こ;"1負担割合の適正化 |適正である 1r高齢者の医療の確保に関する法律Jによる。

I目標達成度
有 l.....;，~..，;.. ~..;'..:.......， .................1 

効 |類似事業の存在 |存在しない
性三ド……山 | 

l上位施策への貢献度|施策体系外 .. 
課題

ー今の向方後性 計画どおり事業を進めることが適当

目標設定不可能(評価にそぐわない事業)

予車事覆l円) 決算額(円)

726，943，000 707，789，716 

205，736，000 205，057，678 

I 932，1379，000 912，847，394 

改善
時期



様式1号(事務事業評価)

平成26年度事務事業評価シート|課骨室刊(係)I 国保年金課 |年金高齢医療係| 回 1 -1 5 l' 
中項目( 示項百I

後期高齢者医療一般管理事業

事|高齢者の医療の確保に関する法律により、平成20年4月
業Fこ創設された後期高齢者医療制度の実施に伴う、システ
概|ムの軽微な改修、納付書等の発送、過誤納金の還付処
要|理、システム見直しに要する経費等の負担。

75歳以上及び65歳から74歳までの一定の障害のある方

納付書等の発送、必要なシステム改修等

歳出 予算現額(円) 決算額(円) 三歳入
2 、

消耗品 58，000 20，388 国庫支出金

支 通信運搬費 5，415，000 4，486，942 
出

システム開発委託料 631，000 。
内
訳 機械器具費 696，000 695，304 

財源訳内三」三塑重ミーi
県支出金

地方債

その他

過誤納還付金及び還付加算金 1，013，000 823，495 一般財源三」

AEE3 恥 計」 7，813;000 6，026，129 合計

下人工数(人役)Iよ拝葺I円子1
0951 4，500，1351 |想見|無|

活動指標、または成果指標

法で規定された療養の給付は義務であり、活
1 I 

動指標や成果指標の目標設定は不可能

2 

3 

H24 H25 

自治体関与の妥当性|妥当である|高齢者の医療の確保に関する法律による。
1 妥 INHu---a・f・........山……1・ I

当 |同目的の妥当性 | 妥当である|高齢者の医療の確保に関する法律による。
性 iト……..山……..……..一.. 一

対象(受益者)の妥当性|妥当である|高齢者の医療の確保に関する法律による。

|同コスト効率 官 I適正である|高齢者の医療の確保に関する法律による。
効ト......…--ふ.......……↓ i 

二率l実施主体面適正化 |適正である|高齢者の医療の確保に関する法律による。
性 lトト“山………..…………..……..一…一且日一且u勺.竺f…一;←..，寸f一云ζ亘ぷιムιL一一……"山………..….日……….. …….日….. … .  

|負担割合の適正化 |適正である|高齢者の医療の確保に関する法律による。

目標達成度
有}.......;......-........... ，.....;"..........I 
効 l類似事業の存在 |存在しない
性}、|

上位施策への貢献度|施策体系外 ，. 
課題

今の方後
計画どおり事業を進めることが適当

L向性

目標設定不可能(評価にそぐわない事業)

予算現額(円) 決算額(円)

還付企加算 1，014，000 773，082 金、医明手Z主将

6，799，000 5，253，047 

7，813，000 6，026;129 

会計種別|特会(後期)I 経常 i 

改善
時期



目

様式1号(事務事業評価)

平成26年度事務事業評価シート|課・局面室・所(係)I 健康増進課 健康企画係 1 INol 1-1 31 1 

小項目(ー~士4、

あん摩マッサージ指圧師等の施術所管理事業

士 aあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法
主|律、柔道整復師法lζより、施術所届出受理、新規届出施
ま|術所へ立ち入り検査が必要である。平成23年度から県特
喜|例条例による移譲事務により市が実施している。

歳出 予算現額(円) 決算額(円)

需用費 7，000 6，696 

支 l

出
}内
訳二

dE』ヨ 言十 7，000 6，696 

'E  AU'-， ， dn.、E E ，....主主主 ，.司司、

人件費概算

活動指標、または成菓子i寝

1 1届出件数

21立ち入り検査数

3 

H24 

15 

財
j原割
内合
訳

自治体関与の妥当性 I妥当である|県からの移譲事務である。
妥 f....;.::::...............…・戸山1.............................，

歳入

国庫支出金

県支出壷

地方債

その他

ヶ般財源

Jロ~ 計

H25 

19 

当 I目的の妥当性 三 |妥当である|施術所の管理は必要である。
性三f;...............・H ・-……・….':;......1・・ l 

|対象(受益者7の妥当性| 妥当である

Iコスト効率 | 適正である

予算現額(円)

7，000 

7，000 

一般

i l場所持.....1"..校長:]~~~~?:祥子621151;:日jP1125?;::
|負担割合の適正化 |適正である

目標達成度
J有 l....;..;.，，，.;.......................;.......1
効|類似事業の存在 三|存在しない
性 f.;;;....:;.，................".....;...:.:...1

上位施策への貢献度|施策体系外

.レ
今後も継続して実態に合った施術所管理を目指す。

課題

今の方後
計画どおり事業を進めることが適当

改善

向性
時期

決算額(円)

6，696 

6，696 

経常

園



様式1号(事務事業評価)

平成26年度事務事業評価シート|課町局面室・所(係)I 健康増進課 健康企画係 回
小i1i百I

次世代の地域保健従事者を育成する

二本ャ歳 出 予算現額(円) 基算璽(円) 歳 入 予算現額(円)

'支

ι訳出ー刷

合計

ふ λ件費概算

。
I人工数I瓦在乃

|0.251 

活動指標、または成果指標

実習受け入れ校数

21実習生の数

3 

国庫支出金

財 県支出金ム

源内 割合 地方債t

訳 その他 委託料

一般財澗。 d口~: 計

人{問

H24 

1............湾::::::::r:::::::::務...........

1...........38五:::::::::r::::::::密主..........

自治体関与の妥当性|妥当である|教育カリキュラムの中で地域看護が必須となっている。
妥 I日 M・M・..…………....・H・-↓・・ | 
当 |旧目的の妥当性 |妥当である|次世代の地域保健従事者の育成に寄与しているo

三r性 卜日………….. …….目…..一一.. ….日山ん-一.

91，000 

91，000 

|同対象(受益者)の妥当性| 妥当である|将来看護師、保健師、栄養士を目指している学生の実習であるo

1::1コJス主ト効率 J 三|概ね適正である

効 Iト.…….. 一…….. 山…九円山.. 竺-一旦ムR一…L
率 1実施主体の適正化 |適正である|学校から実習委託を受けて市が行つているo

性 l…........・H・-“......ん…..…1.............................1
|負担割合のr適正化 |概ね適正である|実習の受け入れ人数が増えてくれば、業務に支障が出てくる。

|右 |目提違法度 t 

効 |類似事業の存在. 1存在しない
、性 f..・H・.......……… l

|上位施策への貢献度|施策体系外

課題

.. 

今の向後方性 計画どおり事業を進めることが適当

事前調査を実施し、計画的に実習を引き受けている。

改善
時期

日 32 

決算額(円)

201，056 

201，056 

経常



農林係

様式1号(事務事業評価)

I INol I一I52 I 平成26年度事務事業評価シート|課・局E室引(係)I 農林水産課

歳 出 予算現額(円) 決算額(円)

負担金 6，901，000 6，900，000 

:合 t 計 6，901，QOO 6，900，0001 

寺一人件費概算

歳 入 予算現額(円) 決算額(円)

国庫支出金

割
県支出金

海財丙合 地方債

訳 その他三 462，000 229，804 

一般財源 6，439，000 6，670，196 

合計 6，901，{)OQ 6，900，000 

一般 臨時

~-一一一活動指標、または成果指標

1 1生産活動費の投入

lH24  I H25 

1 6，384，963円 16，439，000円・_....
6，384，963円 16，439，000円

l00.00%' 1 100.00弛

電柱1，000本|電柱1，000本

電柱864本|電柱714本21施設撤去

86.40% I 71.40% 

3 

|自治体関与の妥当性|妥当である|山陽有線放送事業の廃止に伴う施設撤去であり、妥当である。
妥 1".......…山引………….1.............................1
当 |旧目的の妥当性 |妥当である|山陽有線放送事業の廃止に伴う施設撤去であり玖、妥当である。
:控 |トトトト目一…….. … .. ……… .. … .. …....…… .. … .. 円T戸円.山日占

対象〈受益者)の妥当性| 妥当である|山陽有線放送事業の廃止に伴う施設撤去であり玖、妥当である。

I:Iスド効率 適正である|山陽有線放送事業の廃止に伴う施設撤去であり、妥当である。
効 t.....・..………….......…N・1............................'1'

マ率主|実施主体の適正化. 1適正である|山陽有線放送事業の廃止に伴う施設撤去であり、妥当である。
ど性 1'.・M・-…......叩・M・.......1.............................1ト

lト壬J正T

有 :lr.時標達成度 ι:.:.1概ね達成して引い川
、喝る

ー目 ".・・占........ ・3
効三|類似事業の存在ご |存在しない
二性 }…H ・H・..i...-i..-示 J 

.上位施策ベの貢献度l施策体系外

.レ
平京語年度から5年間で、山陽有線放送事業の設備(電柱、ケーブル、施設機械等)を撤去する。撤去に要する経費はJA、
市が1/2ずつ負担する。

語一固

計画どおり事業を進めることが適当



様式1号(事務事業評価)

1 日回
小項目I

市長の秘書に関する事務

成長戦略室平成26年度事務事業評価シート|課M局・室・所得)I 

円滑な市政運営

歳入 予算現額(円) 決算額(円)I 

頓財両三J:劃官ミ

国庫支出金

県支出金

地方債

その他訳二

一般財源

合¥計 。 。

歳 出 予算現額(円) 決算額(円)

J 支

出
内
、訳

入

ー:合計 。 。
. . 且 L 4 ' E'"E  

経常
交付税
算入

|入工数(人役)Iよ停葺I再n
1 1.51 8，357，5501 

人件費概算「

H24 活動指標、または成果指標

::::;設1::::::::I::::::::51日スケジューノレを調整した件数

2 

3 

| 三|自治体関与の妥当性1妥当である|市長が職務に専念できる執務環境を整えることは、妥当である。
三妥 ~..:...…....・H・-山....・H・・1.............................1

三当 |目的の妥当性 J三| 妥当である l市長が職務に専念できる執務環境を整えることは、妥当である。
三性 ~............……ー・-ム，~~;...I.............................I

|二 l対象(受益者ゆ妥当性|妥当である|市長の秘書業務であるので、妥当である。

コスド効率 | 適正である
効 |・・豆，~!-..… | 

'、率二子|実施主体の適正化 |適正である
L 性 I 、且|

|負担割合の適正化ご|適正である

目標達成度三三
有有有「三 b竺"ベ.至示8忌..'忌(一一プj町j戸z
効 |類似事業の存在 |存在しない

三性三 1..…h凶……..山………..山…..山…..山....………..山……..山山..山.，“………..山…..山....………..……..山..山…......;. ..;.~.I 

l上位施策への貢献度|施策体系外

|課題

今の向方性後 計画どおり事業を進めることが適当 改時善期

.. 

業

一
事

一

算

一
予

一
ロ
一

ゼ

一

一
記
項
一

一
特
事
一



様式1号(事務事業評価)

平成26年度事務事業評価シート|課局・室・所(係)I 成長戦略室 l回 1 -1 2 1 

γ 歳面 空算璽覇市可一望軍軍円) 歳入 予算現額(円) 決算額(同)

国庫支出金

財 4 県支出金
源割 地方債 L

訳内合
その他:

ー般財源

dEbヨ. 計 。
、O

支
出
内 T

Z訳 A

人間時 I人瑚人?;|人間foil雪女児|無 Ir母司 一般 経常

1 1庁議の開催回数 13 14 

活動指標、または成果指標 1 H24 1 H25 

21庁議に付した事案数 67 68 

3 

自治体関与の妥当性 l妥当である
妥 [........;....."'・川市 | 

当 |目的の妥当性 |妥当である

?三|対象(受益者)の妥当性|妥当である

寸コスト効率!、 |適正である
効[...............，.............;.;.........，. .1 
率 |実施主体の適正化 1適正である
性 1.........;;.;"';....~.?: ，..;.，.i..; ，;~;:;:1

.，負担割合の適正化 |適正である

有 l目標達成度 l 
効 |類似事業の存在 I存在しない
性 f..........;. ，:;;:.~.;....， ..;;..:..:.........1

|よ位施策への貢献度|施策体系外

庁議の議題について、庁議参加者へ熟考する時間を与えるため、庁議を実施するまでの議題の集約の仕方、庁議資料の配
布等の仕方に工夫が必要である。また、庁議に付した議案について、回答や方向性を示すべき内容については、きちんと結
論まで導き出す工夫や、庁議参加者の意識改革も必要である。

今の向後方性 計画どおり事業を進めることが適当 改時善期

... 

童
市
一

事

一

算

一
予

一
ロ
一

ゼ

一

一
記
項
一

一
特
事
一



平成26年度事務事業評価シート|課・局E室'所得)1 監理室

様式1号(事務事業評価)

1 INol 1 -1 1 1 

歳出:、 予算現額(円) 決算額(円)

消耗品費 30，000 30，000 

支
出
内
訳

士 - dE企コh 言十 30，OQO 30，000 

小項目(

歳入 予算現額(円) 決算額(円)

国庫支出金

財 割 県支出金

-源内合 地方債

訳 その他

一般財澗 30，000 30，000 

合計 30，000 3Q，000 

I 人件費悶 I人瑚?:i人215;。||官三|無|同判 一般 | 経常

223 

活動指標、ま正ほ蔵栗指標 H24 .1 H25 

1 1入札件数 201 

201 21入札結果公表率 223 

100.00% 1 100..00% 

3 

| 妥 |?????警|妥?である l.!.が発注す~T~等であり、計三ある。
当 |目的の妥当性 I妥当である|請負業者選定の透明性、公平性の確保、支出の抑制のために必要である。
性 l… H ・H ・・....・M ・............・H・.1.............................1

対象(受益者)の妥当性|妥当である|入札対象となる金額は財務規則による。

lコスト効率 |適正である I市が実施主体であり、適正である。
|効 1.;.....・H ・....… H ・H ・..............!..・I・H・↓

r 率 l実施主体の適正化 1適正である|市が実施主体であり、適正である。
性 1;.............・H ・...……ム…一1............. ト

負担割合の適正化 1適正である|市が実施主体であり、適正である。

|有|骨子常 J |黙ffhm然!??円~{!u;:_で:
r 効 |類似事業の存在 c 1存在しない
性 1..・H ・...・H ・......・h・ |

|上位施策への貢献度|施策体系外

.レ
特になし。

課題

今の後方
計画どおり事業を進めることが適当

改善

向性
時期

園



平成26年度事務事業評価シート|課・局室・所(係)1 監理室

士 E 地方自治法第234条の2に基づき、契約b適正な履行を
事|確保するため又は、その受ける給付の完了を確認するた
概|め、必要な検査を行う。

要

歳出 予算現額(円)ご，望璽璽I円)

普通旅費 26，000 24，960 

支 消耗品費 12，000 10，741 
出

諸会議負担金 35，000 34，560 
内
訳

、-

合 計 73，000 70，261 

ι .... ~ . ""、 1--101 ， 、

活動指標、または成果指標 H24 

1 I検査件数(工事及びそれに係る業務委託) 143 

21契約不履行件数

歳入

国庫支出金

財 県支出金

源内 割合 地方債

訳 その他一 二

一般財;胃ム

4 合計

H25 

128 

100.00% 1 100.00首

3 

i こ芸l.~治性関与鰐当性|妥?であ三 l.~が発注す任事に係竺空であ!、妥たある。
当 |目的の妥当性 一 |妥当である|契約の適正な履行を確保するために行う。
性 1......;.・M ・M ・....・J・H ・H ・-・一一1・・ | 

対象(受益者)の妥当性l妥当である|市が発注する工事に係る検査であり、妥当である。

コスト効率 適正である|市が実施主体であり、適正である。
へ効二 t." ，.~・H ・...・H ・H ・.....・H ・......."......，.............................，.

:率ム|実施主体の適正化 |適正である l市が実施主体であり、適正である。
壬性 i…....h........................…n ・d・1.............................1卜

|負担割合の適正化 |適正である|市が実施主体であり、適正である。

有二.空i主計竺 ..:.:..........I..~~.と万三I.~~ザ史5.b??明町村.2:
三効 |類似事業の存在 1存在しない
:性 I...............................~..............I

上位施策への貢献度|施策体系外

.レ
特になし。

課題

今の後方
計画どおり事業を進めることが適当

向性

固

様式1号(事務事業評価)

1 INol 1 -1 2 1 

小項目(

予算現額(円) 決算額(円)

73，000 70，261 

73，000 70，261 

一般 経常

改善
時期



様式1号(事務事業評価)

平成26年度事務事業評価シート|課a局直・所(係)I 

中項目(

γ歳 出 予算現額(円I決算額(円)

旅費 3，000 2，600 

支 需用費 256，644 256，344 

藷 役務費 1，426，000 1，265，177 

使用料及び賃借料 4，000 3，600 

I 三 合二計 1，689，644 1，527，72l 

-， 主且L， ， 4r冒昼、 E ・s.s ~白 ， 、， 

l j人間時

出納室 l~ I -1 1 I 

歳入 そ長算現額(円) 決算額(円)I 

国庫支出金h

源財 割
県支出金

地方債
内合
訳 その他 650，000 641，520 

一般財源三 1，039，644 886，201 

ニ合計 1，689，644 1，527，721 

一般 経常

ュ活動指標、または成果指標 H24 I H25 

平成26年度の収入伝票について、 33，728件の審(......;・H ・....・H ・..……T
1 29;012件 1 30，718f.牛

査を行っ た。1..….... . ・H ・....・H ・-…i

2 

3 

|自j治台休関与の妥当性| 妥当である|地方公共団体が実施する事業として、地方自1治台法第170条で規定。
妥ご }ト卜卜"山…..刊?一汁h寸引!円eι品.山.

当 |目的の妥当性 • I妥当である E

性性壬 } 二........................ ザ .…什.1 l 
|対象(受益者)の妥当性| 妥当である

γ|コスト効率 | 適正である
う効ト ご 一 :1 

f 率 I実施主体の適正化 |適正である
性 f・M ・..岳H ・H ・-ムー l

|負担割合の適正化 |適正である

目標達成度
三有 一一......・i向、 ~............， .::...I 

| 効 I類似事業の存在 |存在しない
性 1.......:............ .;. .......... ..'~"'" ;.1 

|上位施策への貢献度|施策体系外

...... 
公金収納と適正化の方策に基づく現地調査の定期実施など、点検業務の強化を図る。

課題

今の向方後性 計画どおり事業を進めることが適当
改善
時期

園



平成26年度事務事業評価シート|課・局室盲所(係)I 

ー肩務者立対ず孟ill速かうlE確記支払点二公金め適正な
霊|処理のため、歳計外、基金を含む収入伝票・支出伝票の
概|審査事務を行う。

要

出納室

歳 e 出 予算現額(同) 決算額(円) 歳入

需用費 16，000 15，423 国庫支出金

出
l二内)

調府向 割合
県支出金

地方債

訳 訳 その他7

一般財源

合 計ヤ
工 16，0001 15，423 合 計

| τ 活動藷覆、または成果指標 r ー~亘亙 IτニH25

平成26年度の支出伝票について、 37，376件の審1.............…… l 
1 I査を行った。そのうち、支出命令書の返付率は I 37，730件 1 35，958件

7.5%となったo 1 ・ + 

2 

3 

様式1号(事務事業評価)

|回 1 -1 2 1 

ポ項目I

予算現額(円) 決算額(円)

16，000 15，423 

16，000 _l5，423J 

一般 経常

.自治体関与の妥当性| 妥当である |地方公共団体が実施する事業として、地方自治法第232条の4、同法第170条第2項第日号等で規定されている。
要 トー"…・山......;...，........:.......:.::.，

ご当 |目的の妥当性 三|妥当である
三性 f..，.............:.;; と | 

|対象(受益者)の妥当性| 妥当である

|勺 江主|コスト効率 二そ |適正である
効二c'1 士 l 
率え|実施主体の適正化 |適正である
性 |トトト…“山…….“….. 山....-.ト子ト?←←←、，-...…………….. ……… .. ……… .. …… .. 山.. “一一......一一一プ一一………盆"山….. 山….. 山.. … .. 山.. …ぷ.ιJ

負担割合の適正化主|適正である

さl目標達成度
有，;'1......;....::;-..........;..... ;，:;.-.........1 
効三|類似事業の存在 |存在しない l
性 1.;....;;..........i..~'.:...........".~..:1

土佐施策への貢献度|施策体系外 .. 
法令、および予算に反しない調書の作成を担当課に徹底することで、審査業務の効率化を行うことが必要。

課題

今の向方後性 計画どおり事業を進めるととが適当
改善
時期

圏



様式1号(事務事業評価)

3 日回
小項目(

出納室平成26年度事務事業評価シート|課E局室・所(係)I 

士一 震;入 予算現額(円) 決算額(円)

国庫支出金、f

源財三三割
県支出金

訳内合
地方債

その他

ー般財源 220，000 218，027 

合計 220，000 218，027 

三二歳 出 予算現額(円)1塁里塑(円)

需用費 220，000 218，027 

支

訳出向

合 言十 三 220;000 218，027 

川
崎
一

l人工数(人役)1人件費(円)I 
|0.41 2，228，6801 

、二人件費概算ア 経常

、7量動指覆、ま正面一成裏指標

1 I決算書の期限内の作成。

2 

3 

;芸 l円男性骨子円熟|空:主計l.~~竺男子守肘0*だとて:???雪タた望史:史:
=当 |目的の妥当性三 |妥当である

? 性 -f・-・ム........~.・M・.........，.，;..........1

l. I対象惇益者)白妥当性| 妥当である

|コスト効率 1 適正である
劫トH・P・....…H・H・-・山・・…..，:'.1
率 l実施主体の適正化 |適正である
司直Z二 L...-...u...ー・・・・・・・ E 

|負担割合の適正化 |適正である

|目標達成度 |達成している
有 f;.....:;. ， ..............:;~;.............;;.1

効|類似事業の存在 二|存在しない
4 性 f....::… =・|

I 11こ位施策への貢献度|施策体系外

.レ
出納閉鎖後、 3ヶ月以内に決算書を調製することが法令で定められているが、本市では、 9月議会での審査・認定が予定され
るため、正確かっ早期の作成が求められる。

課題

今の向方後性 計画どおり事業を進めることが適当
改善
時期

園



様式1号(事務事業評価)

4 日回一
小項目I

出納室平成26年度事務事業評価シート|課・局面室引(係)I 

|事算現額E円)下決事額[円)面歳

一

2
1
1
E一 経常

交付税
算太

。
亡 l人工数f人役)1人件葺I円n
?I 0.31 1，67山 01
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当ム|目的の妥当性 ， 妥当である.

性|議長逗j雨量副長|
|コスト効率 三|適正である

71殺さ相当:::::|:日夜:l::::
| ニ |負担割合の適正化 I適正である

|目標達成度 三，.............................1有 1~:.....;;:....:.;i.;.....;._;:;........;.....1

己競 |類似事業の存在 I存在しない
ず佐 ~......;......:;-.......;;;.........;;........I

.上位施策への貢献度|施策体系外

.-
引き続き適正な公金管理・運用を行う。

課題

今の向性後方 計画どおり事業を進めることが適当 改時期善
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l係務総平成26年度事務事業評価シート|課局E室・所得)I 教育総務課

中項目(ザ叶、

~I薮育蚕貢会は、地方教育行政の組織及び運営に関する
司法律に基づき設置されている。委員5人(うち1人は教育
概|長)で組織し、定例会議を毎月 1回開催(必要に応じ、別

|途、臨時会を開催)し、委員の合議により、教育に関する
要|一般方針等を決定する。

歳 出 予算現額(円) 決算額(円)

委員報酬 2，714，000 2，713，200 

支 費用弁償 42，000 。

訳出内i 主ま

交際費 50，000 4，320 

協議会負担金 28，000 28，000 

|合 言十 三 2，834，000 2，745，520 

活動指標、または成果指標 1 H24 

1 1会議の開催回数

小項目(

手段|教育委員会会議を定期・臨時に開催し、一般方針等を決定

意図|政治的に中立な立場からの教育行政の継続的・安定的な推進

歳入 予算現額(円)|決算額(円)

国庫支出金

財 県支出金
源割

地方債
内合
訳ご その他

ー般財源 100% 2，834，000 2，745，520 

AEbヨ‘ 計 2，834，000 2，745，520 

16 

一般 経常

19 

73 21審議した議案等の数 51 

3 

l 明 l自治体関与の妥当性|妥当である I市の行政委員会であり、妥当である。
女 r~':山“・・1・・;.-.........…山・…，..・H ・H ・..........・H・~...t援活町ド市笠Oli笠.場百おお・憲;臣決.定fま連安育特設・お継続.僅1・安定桂・お権保1ごろ荘.......
当 I目的の妥当性 |妥当である| 」

I ~ ...~~....:r;-，;~--，I~ ， I t(..::::::J '-Vlf oJ Iがっており、妥当である9................................................................................................_........................
性 | ぷ…ぶ E ・I..... ~.~.=;:.:....I.地芳薮育・行買お組甑及・び草皆 f~開時・法葎等r劫i~' 教育r;:関子右ご般芳軒平童

|対象{受益者)の妥当性|妥当である|i~:~---o~:，)~~.~~.':'''>C.，=;::lI..L_1 t(，.=::J .....Vl_raJ r要事項等は教育委員会会議で決定することとなっており、妥当である。

|コスト効率 |適正である|委員報酬は条例に基づいており、適正である。
|効ド-…-…..….............・ I ・.....~.=..~.~~.:....l
E率 |実施主体の適正化，適正である|地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づき、市に設置することとなっている。
性 トH......山ウl・h・.........……“・十......…・ ..........， 

負担割合=の適正化 |適正である|市の行政委員会の運営経費であり、市が全額負担する必要があり、適正である。。

三三 I目標達成度
三有 H;;.;.....................c~.....::. ，;;...~;..1 

効 |類似事業の存在三 |存在しない
性ト J 

|上位施策への貢献度|施策体系外 ... 
教育委員会会議の活性化、保護者・地域住民の意向の教育行政への反映は普遍的な課題であり、教育委員とこれを支える
事務局が研績を積み続けることが重要である。さらに、平成27年度は、平成27年4月1日に施行された地方教育行政の組織
及び運営に関する法律の一部を改正する法律に基づき、総合教育会議を設置し、教育行政の推進において市長との連携を

課題 一層強化する。

喝今の後方
計画どおり事業を進めることが適当 改時善期

向性

圃



様式1号(事務事業評価)

平成26年度事務事業評価シート|課・局室置所得)I 教育総務課

里里旦i“一、

総務係 | 回

不買百T

ーI地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づ、き、
主|教育委員会に事務局を置き、教育委員会の方針・決定の
副下に、教育長が事務の統括と職員の指揮監督を行い、具

要|体的な事務を行う。
教育、芸術文化、スポーツの振興

歳出 予算現額〔円) 決算額(円) 歳入 予算現額(円)

消耗品費 564，134 564，134 国庫支出金

宇E由日三
燃料費 455，126 455，126 

機械器具借上料 387，000 375，480 

山口県ひとづくり財団負担金 439，000 439，000 

財 県支出金
j原割

地方債
内合
訳 その他

その他 832，669 798，485 一般財源 100% 2，677，929 

合計 2，677，929 三02，632，225 合計 2，677，929 

1 -1 2 1 

決算額(円)

2，632，225 

2，632，225 

さ惜概算 ，81入工数(住|入管制 |宝11見|有 IF許可| 一般 | 経常

2 

3 

活動指標、または成果指標 H24 H25 

自j治台体関与の妥当性|妥当である↓教育委員会の所管事務を遂行する組織であり弘、妥当であるo

妥 Iい九ι山川…..………….. …… .. …… .. 山..………....山….吋巾山…，.川山.. ….目.~..一…一J一.
当 r 二 1目的の畏当1佐主 | 妥当である I地方教育行政の組織及び運営に関する法律等に基づいており臥、妥当である。

τ桂性 f.................;;...ぷ .................1............................+
対象(受益者)の妥当性l妥当である|地方教育行政の組織及び運営に関する法律等に基づいており、妥当である。

コスト効率 1 適正である
効~.~;;:，...……........・H・-…...，:. • ~.I... ......... . .... ...... . . . . ..1 

~.;l言明{*øjM黙 I....~~.~:~~....I村秀竺門烹己主空だ-50

ー負担割合の適正化 |適正である|教育委員会の組織であり、市が全額負担する必要があり、適正である。

目標達成度
有 『 γl

効 |類似事業の存在 1存在しない
:性 f................."，.....，:.................1

.上位施策への貢献度|施策体系外 .. 
少子両齢化の進行、人・モノ・情報等のグローパノレ化、地域社会のつながりの希薄化、家族の価値観・フイフスタイノレの多様
化等により、教育環境は大きく変化している。このような中、スポーツと文化に関する事務は、主眼を人づくりからまちづくりに
置き、平成26年度から市長部局に移管された。学校教育・生涯学習・社会教育については今後も、子どもからお年寄りまで、

課題 あらゆる市民が社会を生き抜くカを養えるよう、ライフステージに応じた多様で、質の高い学習機会を確保し、もって社会全体
の教育力を強化し、人々が主体的に支え合う環境を整えるため、様々な施策を企画立案し、実行していくことが必要である。

今の後方
計画どおり事業を進めることが適当

改善

向性
時期

固



様式1号(事務事業評価)

平成26年度事務事業評価シート|課局呈・所得)I 教育総務課 総務係 l 回
中項目(施策) 不買百T

都市教育長会議参加事業

，都市教育芸会は教育行政問丙蓮~'i語調を深めるために設
警|立された、市教育長で構成する団体で、本市の教育長が全

下下τ寸

来|国・中園地区・山口県の各都市教育長会会議に参加し共 |手段|ム議で研究や情報交換を行い、国・県への働きかけを協議
概|通の課題に知恵を出し合い、先進事例を学ぶ。 、 百

要

歳 出 予算現額(円) 決算額(円) 歳入 予算現額(円) 決算額(円)

全国都市教育長協議会負担金 17，000 17，000 国庫支出金

二宮 中園地区都市教育長会負担金 5，000 4，750 

内
普通旅費 48，800 30，400 

財 県支出金
源割

地方債内合
訳 諸会議負担金 22，000 16，000 訳 その他

ー般財源 100% 92，800 68，150 

dE』2 計 92，800 68，150 dEL Z 計 92，800 68，1501 

|大工数(入役)1人停賓同工] I交付税r-:.I I ~"，.uæ "'，' I ..'" I 
大件費概算 三 1 0.11 肌叫 | 算入 |無 II会計問l 一般 | 臨時

※上段:目標中段:実績下段:達成率

l 活動指標4または成果指標 I H24 I H25 - I I H26 1目標 1

|全国・中国・県|全国・中国・県1I 中国・県 |達成
主国中園地区・山口県都市教育長会議出席回| 泊 | 猫 I l........:..~箇 1 度

2 

3 

|自治体関与の妥当性|妥当である|教育長が参加する会議であり、妥当である。
ξ妥 i…・..........，.…1・................・・・1.............................1
I<~ 1目的の妥当住 |妥当である教育長の資質能力を高め、かっ、本市の教育の発展を図るものであり、妥当である。

性 }…・・...・H ・.........・M ・.................1.............................1
対象I受益者)の妥当性| 妥当である|教育長が集まる会議であり、妥当である。

1コスト効率 γ|適正である|会議の参加経費のみであり、適正である。
f効 1.. ・ H ・.~.. ...• .....・H ・......…?山・1.............................1
率 1実施主体の適正化一 l適正である|教育長で構成する団体が行っており、適正である。

性 }・ E ー ~.~.~.'......I....:~.;.=~..-:;....t.:薮育長・部末市め・薮菅・行設・あ推進-め・間k参・加判套議で初1:' 市部室額負担干名
負担割合の適正化 |適正である|

| |必要があり、適正である。

|目標達成度

有ト-… l

1効 |類似事業の存在 |存在しない
|性 f..........c~........;;.;....... ， ...;.........1

上位施策への貢献度|施策体系外

..... 

課題

今の後方
計画どおり事業を進めることが適当 改時期善

向性

平成26年度夏季山口県都市教育長会は、大雨のため開催されなかった。



様式1号(事務事業評価)

平成26年度事務事業評価シート|課開局室・所(係)1 議会事務局 庶務調査係 I INol 1 -1 1 1 

中項目(ー一、

ー，法吾立墓づき設置された議蚕丙蓮吾~;:吾妻な事務。支藤
喜|費の支出、消耗品の購入、設備の修繕や公用車の維持
概|管理など。議会交際費の内訳については、ホームページ
要|に公開している。

歳 出 予算現額(円) 決算額(円)

需用費 586，920 544，307 

二支 交際費 315，000 151，892 

J 出肉 使用料および賃借料 120，000 65，160 

e訳 役務費 72，000 57，913 

その他 323，940 273，740 

合 L 計 T，417，860 1，093，012 

歳キ入 J

国庫支出金

彊財震明震Z言-，割合4 

県支出金

地方債

その他

一般財源:

合計

予算現額(円) 決算額(円)

1，000 610 

1，416，860 1，092，4021 

1，417，860 1，093，012 

てみ件費概算- >1木工数(人間人官制 |官|無|同問| 一般 | 経常

活動指標二または成果指標 e H24 

1 I数値化困難

2 

3 

妥.自治体関与の妥当性|妥当である肢に基づき設置された議会の運営に必要な事務
ー.....・ ....~......H........... ・・・・ ・・・・・・4・・・・・・・・・・・・・・ ト

当 l目的の妥当性 i妥当である|法令に基づき設置された議会の運営に必要な事務
性ト…日…….......…..，.1... 十

l対象(憂益者)の妥当性|妥当である l法令に基づき設置された議会の運営に必要な事務

γ 三て|コスト効率 適正である|必要なものについてのみ予算化

効 1..……J一…….. 山.. 山.. “川-

主率 |実施主体の適韮化←|適正である|法令に基づぎ設置された議会の運営に必要な事務
a昨'昨叫 ..い，.. “.…….……..日M吾...凶..市亘“山日.. …… .. …… .. 山.叫り........…凪....…..且M山…….“……一.. …吋.. 叶.1.............................1 ・h

Iー 1負担割合の適正化 |適正である|他に負担する者がいない

-目標達成度 数値化困難
有ト…...""・H・.....{.........・~...._..... "j 
効 |類似事業の存在 |存在しない
性 }トトトド"山……….. … .. 一…;しい..り川.. 川.吋山-

|上位施策ベの買献度|施策体系外 .. 
課題

-一

今の向性後方 計画どおり事業を進めることが適当 改時善期

圃



平成26年度事務事業評価シート|課喝官・所(係)I 議会事務局

予 (円) 車里 人

2，584，643 2，584，643 国庫支出金三

長財調憲両3主三主i劃官合モ

県支出金ニ二

地方債

その他キ

一般財源

2，584，643 2，584，613 4Eb2 h 計

様式1号(事務事業評価)

庶務調査係 lfNol 卜I2 I 
小項目(骨ー」ー叫、

予算現額(円) 決算額(円)

2，584，643 2，584，643 

2，584，643 2，584，643 

|人工数{深川知~ I官II無|匝到一般 経常

活動指標、または成果指標 H24 H25 

1 1本会議及び委員会等の開催回数 180 164 

21議案の審議件数 186 161 

3 

自治体関与の妥当性|妥当である l地方自治法、条例に規定されている
妥ト山……・H ・-…ん山川山|・ 十

当ょl目的の妥当性 I妥当である|地方自治法、条例に規定されている
性1月-………λH・H ・..j.............................ト

|対象f受益者)の妥当性|妥当である l本会議、委員会

|コスト効率 |適正である|議事録の作成については、一部外部委託
効 トH ・H ・・H ・.....・H・………j.............................j
率 l実施主体の適正化 I適正である|地方自治法、条例に規定されている
性 f卜卜卜"一一，.七ヨア士

二斗|負担割合の適正化 l適正である|他に負担すベき者がいない

|二 |目標達成度 j j目標を設定することになじまない
有 卜司H山……司H山…同H山...日………..山….，山..叩叩.........….. ….. .. 山…….. 山….. ….一.，.….

効 l類似事業の存在 |存在しない

住ニニ~f一.. …'一…J一….-土位施策への貢献度|施策体系外

.レ
j課題

今の向方性後 計画どおり事業を進めることが適当

固

改善
時期



様式1号(事務事業評価)

3 日

官 l条例lこ墓うき議員報酬、議員期末手当を支給する。 I対象|議員及び議員年金受給者
芸|また、議員共済会の業務に関して必要な業務を行う。~
概|平成23年に地方議会議員年金制度は廃止となったた|手段|議員報酬、期末手当の支給。年金の手続き

|め、現議員の負担金は廃止となり、市が負担金を納付しl E 

lている。 1意図|報酬、期末手当、議員年金の受給が滞りなく行われる

回
小項目{

庶務調査係議会事務局平成26年度事務事業評価シート|課・局・室町所得)I 

歳入 予算現額(円) 決算額(円)

国庫支出金

財調訳向 割合

県支出金

地方慣ご

その他ム

一般財源J 156，447，000 156，390，088 

dロ』 計 156，447;000 ， 156，390，0881 

歳 出 予葺麗覇(円) 決算額(円)

議員報酬 85，688，000 85，645，968 

議員期末手当 26，564，000 26，549，640 

議員共済会負担金 44，195，000 44，194，480 

合計 156，447，000 156，390，088 

経常出血山一

l人工数(人役)1人件費(円) 1 

10.351  1，950，0951 
主 :λ件費概算

H24 活動指標、または成果指標 1 二仁己二

1 1議員数

21議員年金受給者数

3 

|自治体関与の妥当性|妥当である|条例、地方公務員等共済組合法により規定されている
|妥キ~............…......……山H・H・.，.............................，

当 |旧目的の妥当性 |妥当である|条例、地方公務員等共済組合法により規定されている
性 iトト"山………..…………..……..……..….日.日…………..山…..….....一-ι一一..………..………….“山……….“……….一……プ一一...示丙戸ι山山..….

対象(受益者〕の妥当性| 妥当である|条例、地方公務員等共済組合f法去により規定されている

|コスト効率 |適正である|条例、地方公務員等共済組合法により規定されている
効 f..::..…H・H・..……....・H・.....・I・H・.........................1
率三|実施主体の適正化 |適正である|条例、地方公務員等共済組合法により規定されている
性 i山............・M ・M ・-・山;....;.......，.............................， 

負担割合の適正化 l適正である|条例、地方公務員等共済組合法により規定されている

開要性FJ | |明秀女託行主主ど
類似事業の存在 i存在しない

上位施策への貢献度|施策体系外

有
効
性 .. 
課題

今の後方
計画どおり事業を進めることが適当

改善

向性、 時期

園



平成26年度事務事業評価シート|課同宣・所(係)I 議会事務局

.....，議員が円滑に活動できるよう支援す石。議貢提出議案・意

霊|見書作成の支援や各種調査守研究に関する情報・資料提
概|供等の支援(行政視察準備・政務活動費の交付等を含

要|む)を行う。

歳 出; 予算現額〈円) 決算額(円)

費用弁償 5，076，810 994，050 

F 支 J 旅費 502，190 145，350 
出

図書購入費 100，000 9，660 
内
訳 政務活動費 1，584，000 1，370，028 

合 言f 7，263，000 .2，519，0881 

歳入

国庫支出金三

財 県支出金
源割

地方債=
-内合
訳 その他ご

一般財澗

dE』2 計

様式1号(事務事業評価)

庶務調査係 I INol 卜I4 I 

予算現額(円〕 決算額(円)

7，263，000 2，519，088 

7，263，000 2;519，088 

l一戸 人間関 |人工航~~I 入党問 |官|無|同問| 一般 | 経常

3舌動指標、または成果指標

11行政視察参加議員数(延べ人数)

21年間購入図書冊数

3 

H24 

133 

15 

自治体関与の妥当性|妥当である|議員活動の支援
妥ド可……H ・...………....，.1.............................1

H25 

92 

18 

)当 |目的の妥当性 三|妥当である|議員は市民代表として、市民全体の福祉の向上を目指している。その支援
性 1............………・日......…十 | 

対象(受益者)の妥当性| 妥当である|議員

1 *" Iコスト効率 |適正である|条例の規定に基づき支出

効 l司ト司竺?円叩f一一…貝u刊山司.. 

率 |実施主体の適正化 |適正である|実施主体は議員
性怯 1..;;・H ・••..•.•..•...• ・M ・'" 一，....，.:.j ・.........................1 

|負担割合の適正也 |適正である|他に負担すべき者がいない

目標達成度 I I議員活動の支援であり、目標を設定することになじまない
有}一 l

効 |類似事業の存在 |存在しない
住 1...:...;.....:............，.......;..:......1

上位施策ろの貢献度 l施策体系外

4易

課題

今の向後方性 計画どおり事業を進めることが適当
改善

時期

園



様式1号(事務事業評価)

庶務調査係 I INol ' 卜I5 I 

不要盲T

平成26年度事務事業評価シート|課，局室・所(係)1 議会事務局

中項目(一一、

議長会等参画事務

各議会の連携強化を図り、国等に対し施策の要望等を行う

歳出 予算現額(円) 決算額(円}

費用弁償 662，070 481，002 

旅費 625，470 430，502 

負担金、補助および交付金 874，600 874，600 

合計 2，162，140 1，786，104 

歳入 予算現額(円) 決算額(円)

国庫支出金

財 県支出金

源内 割合 地方債 r 

訳 その他‘

ー般財源 2，162，140 1，786，104 

合 計 2，162;140 lj786，104 

|人工数(怯|人官2511叡見|無|同匂| 一般 経常

活動指標、または成果指標ー三 H24 

※上段:目標中段:実績下段目達成率

日25 I I H26 I目標 1

達成
度1 I各会議等への出席回数

2 

3 

I 妥 l.~.:~~~円l???空|ぞ.2~~....1常明
当 l目的の妥当性 I妥当である|要望等について、市単独で行動するよりも実現可能性が高い
性ト.........一一一.......……1.............................，

|対象(受益者)の妥当性|妥当である|議長、副議長

11:1羽率 適正一費については旅費規程負担金崎即決定
h 効 .1…….....・，..............，..，......1...，.........................1
三率 l実施主体の適正化 |適正である

性五泊以証{~.....;.l 員五五三|記;;五五二長言語;;ぶ

|目標達成度 I I成果については数値化困難o各会議については概ね出席している
よ有 1....・H ・....・H ・H ・....山......…山卜日H ・H ・........・H ・-・.....1

効 |類似事業の存在三一|存在しない
性 f........・0 ・・ー..・・円H 川 ・l

|上位施捷への貢献度|施策体系外

課題

今の方後
計画どおり事業を進めることが適当 k改時善期

向性

.. 

園



様式1号(事務事業評価)

平成26年度事務事業評価シート|課・局宮・所得)I選挙管理委員会事務局| 選挙係 |回 1 -1 1 1 

一l市議会議員及び市長の選挙に関する事務、その他の選
芸|挙に関する事務(園、県の選挙に関する事務等)及びこれ
概lに関係ある事務を管理する。

要

歳出 予算現額(円) 決算額〈円)

委員報酬 1，361，000 1，269，800 

支 消耗品費 99，000 87，648 
出

通信運搬費 2，000 。
I..~. 山口県都市量挙菅理委員会連合会負担金 19，000 18，800 

合 計 1，481，000 1，376，248 

人件費概算

小項目(

選挙管理委員会運営事業

歳=人 予算現額L円) 決算額(円)
令一 一一 国庫支出金:一一 2，000 2，292 
財: 県支出金 10，000 9，000 

調内 割合 地方債

訳 その他

一般財源 1，469，000 1，364，956 

AE』ヨ 、計 1，481，000 1，3'(6;248 

24回

一般 臨時

1 1選挙管理委員会の開催回数

活動指標、または成果指標 -r --= 1-124 ---r-H25 

(応変) I (応変)

26回

(応変) I (応変)

21選挙管理委員会への提出議案数
同…・i'iiu平…r.......i泣伴....

3 

自治体関与の妥当性|妥当である
妥 I+;...，..::;;;...;..;.:;;......;......;:q
当 I目的の妥当性 |妥当である
性 l イ

対象(受益者)の妥当性|妥当である

コスト効率 適正である
効1 、が l

r 率二l実施主体の適正化 j適正である
|性三F'..;...;;，.....;.::..;...:..，..............I

負担割合の適正化 |概ね適正である

目標達成度 |概ね達成している

?除手術::|:町三
上位施策への貢献度|施策体系外 .. 

課題

今の方後
計画どおり事業を進めることが適当 改時善期

向性

圏



様式1号(事務事業評価)

2 日回
小項百(

選挙係平成26年度事務事業評価シート|課・局呈・所(係)I選挙管理委員会事務局|

歳入 予算現額(円) 決算額(円)

国庫支出金

財 県支出金
源割
内合

地方債

|訳 その他

ー般財源 165，000 114，604 

dEh 2 言十 165，000 114，604 

歳出 予算現額(円) 決算額f円)

支

報償金 108，000 82，000 

消耗品費 24，396 。
出内 通信運搬費 32，604 32，604 

訳

合計三 165，000 114，604 

臨時
交付税
算入

|人工数(人役)1人件費〈同) 1 

|0.51  2，785，8501 

7盲動指標、または蔵裏指標で

1 1学習会等の実施回数

校
…
校
…
附

8
H
7
H
A弘

"
円
刊

υ

l
l
E
'
E
E
l・
守

1
1

校
…
校
…
酬

n
k
U
H
p
n
u
n
 

唱

Eよ

n
t
E
A
n
n
u
d

日
口
内
U

21選挙啓発作品展への応募学校数

3 

妥
当
性

自治体関与の妥当性1...妥当である l

目的の妥当性二ェ I妥当である

対象L受益者)の妥当性|妥当である

|コスト効率 |適正である
こ 1効 ト | 

率 |実施主体の適正化 |適正である
性|にヨ ..:..Ld

I負担割合の適正化 |概ね適正である

| 勺 1目標達成度 I概ね達成している
有 }‘|
効 |類似事業の存在三 I存在しない
性トH・...…山;....， .....;;;.:;.;~....;'.;.::I

|上桂施策への貢献度|施策体系外

投票率が低下している。

課題

今の方後
計画どおり事業を進めることが適当

改善

向性
時期

.. 

特記|投票率向上のために小・中学校の児童・生徒に選挙の重要性の周知及び主権者としての自覚を促す出前講座等の啓発活
事項|動を実施する。



平成26年度事務事業評価シート|課開局室置所得)I選挙管理委員会事務局|

様式1号(事務事業評価)

I INol.. I一I3 I 選挙係

ぷ項百I

事|選挙時登録をした選挙人名簿により投票所入場券を有権
ヰ|者に配布する。公示(告示)日の翌日から選挙期日の前

毒|日まで期目前及び不在者投票を行う。選挙期日に投票及
要|び開票を行い、開票結果を県選挙管理委員会に報告す

lる。

合計一

予算現額(円l決算額(円J
12，536，000 8，846，198 

1，632，940 1，557，580 

1，960，200 1，960，200 

3，222，000 2，802，124 

8，578，860 6，914，715 

27，930，000 22，080，817 

歳 入 予算現額{円) 決算額(円)

財

国庫支出金 27，930，000 22，080，817 

県支出金
源割

地方債
内合
訳 その他

一般財澗

合 自十 1 . 27，930，000 22，080，817 

歳で「面←

時間外勤務手当

支 l通信運搬費

巴阪丈忘る設置委託料
訳三三|人材派遣委託料

その他

100.00% 

一般 臨時

活動指標、または成果指標 H24 I H25 

2作……i・・ ・・ … 
0件1 I管理執行上の問題発生件数

2 

3 

自治体関与の妥当性|妥当である

妥
当
性

目的の妥当性 妥当である

対象(受益者)の妥当性|妥当である

|コスト効率 1概ね適正である
効三ド ;;.....，............，...........;1 
グ率 |実施主体の適正化 1適正である
了性 }…...........".......:;.;..A.:..;.....:I 

|負担割合の適正化 l適正である

|自標達成度 |概ね達成してし、る
有 :r;.....{...山….....................:，.1

|三効|類似事業の存在 |存在しない
J 性 f................;，..:...;;...;..............1

上位施策への貢献度|施策体系外

投票率が低下している。

課題

今の向方性後 計画どおり事業を進めることが適当
改善
時期

.レ

投票率向上のための即効性のある有効な手段はないが、投票環境の向上や常時啓発を行う。



様式1号(事務事業評価)

平成26年度事務事業評価シート|課田局匝室町所(係)1選挙管理委員会事務局|

中項目(施策〕

選挙係 | 回 1-1 4 1 

山口県議会議員選挙事業(平成27年4月12日執行)

事|選挙時登録をした選挙人名簿により投票所入場券を有権
業|者に配布する。告示日には候補者の届出を受理し、選挙
相;1運動物資の交付を行う。告示日の翌日から選挙期日の前|手段|市広報等による周知、選挙管理委員会での決定、告示、通知
芸|日まで期目前及び不在者投票を行う。選挙期日に投票及

lび開票(選挙会)を行い当選人を決定する。選挙会の結

歳 出 予算現額(円) 決算額(円)

時間外勤務手当 2，478，000 658，860 

支 消耗品費 1，688，000 771，690 

?事出正
ポスター掲示場設置委託料 1，425，000 443，880 

人材派遣委託料 1，333，000 494，424 

その他 5，159，000 1，307，8711 
ゴー

4E』2 言十 12，083，000 乱676，72則

歳 入 予算現額(円) 決算額(円)

話割
国庫支出金三

県支出金j 12，083，000 4，500，000 

地方債
訳内合

その他

一般財調

dEbZ h 計 12，083，000 4，500，000 

人件費概算 i江町~-設|無|同白1 一般 臨時

100.00% 

活動指標、または成栗指標

1 I管理執行上の問題発生件数
• • • • • • • • • • 

主
ヰ
…
宇

E
f
u
f
 

uH

一nu
山口
U

E

・

E

・

-

-

E

・

E

・

-
-
A
4
 

-

-

J

-
•• 1

・

A
『
一
…

ク
』
一
…

H
一…
圃

-

•• -

-
E

・

E

・

-

-

2 

3 

主 l~.:~体問与の妥明|妥当である

72 !?巳の妥空性 |安子三ぞる
対象(受益者)の妥当性| 妥当である

Iコスト効率 |概ね適正である

|茎|員長雨量記|長二五五・
性 1....................:...................，.....1

|負担割合の適正化 |適正である

|目標達成度 1概ね達成している
ー有 1;:....;......，.....;;:.............:..........1 
て効 |類似事業の存在 |存在しない
性 1........:.......，...........................1

l上位施策Aの貢献度|施策体系外

• 投票率が低下している。

課題

今の向方性後 計画どおり事業を進めることが適当
改善
時期



様式1号(事務事業評価)

平成26年度事務事業評価シート|課・局E室冨所(係)I選挙管理委員会事務局| 選挙係 I INol IーI5 I 

中項目(:fi1!j;m、 小項百(

山口県瀬戸内海海区漁業調整委員会委員選挙事業(10月16日執行)

~I雇定蓮華人名簿により投票所入場弄を有権者に配布す
霊|る。告示日の翌日から選挙期日の前日まで期日前及び不
概|在者投票を行う。選挙期日に投票及び開票を行い、開票
要|結果を県選挙管理委員会に報告する。

歳 出 予算現額(円) 決算額(円)

時間外勤務手当 10，892 10，892 

支 臨時雇賃金 24，000 24，000 
出

通信運搬費 19，283 19，283 

ごプ手r鼠向十
選挙用器具費 127，552 127，552 

その他 411，800 。
a 合 J 計 593，527 181，727 

歳入 予算現額(円)

国庫支出金

財 県支出金 。
源割

地方債
内合
訳 その他

一般財源

; 合、 言十 。
人件費概算 |人工数〔入問人 件 訓 |叡見|無 1 I会計釘| 一般

活動指標、またIま成裏面麗

1 I管理執行上の問題発生件数

2 

3 

.自治体関与の妥当性|妥当である
妥 1 、".....，....1

三当 |目的の妥当性 1妥当である
|性 ~............................................I

対象(受益者)の妥当性| 妥当である

コスト効率 |概ね適正である
効 ト・・山日H・H・..山り...........・H・H・"1
率~ I実施主体の適正化 |適正である

主性|説i弘正~t.......1 記長|

目標達成度三 ι |概ね達成している

で有 I ニ子 = 三 l 
r効 |類似事業の存在 |存在しない
性 1........，...:.;..，......，.;...........，.....1

上位施策への貢献度|施策体系外

投票率が低下している。

課題

|H24  I H25 

0件 I 0件

0件 I 0件

100.00% I 100.00首

.. 
今の後方

計画どおり事業を進めることが適当

向性

補欠選挙(無投票)。歳入の予算現額0円は、当該事業が予備費充用のため。

改善
時期

決算額(円)

181，727 

181，727 

臨時



平成26年度事務事業評価シート|課・局冒室・所(係)1選挙管理委員会事務局| 選挙係

高
山

車
，

I
B
I

業
一
6

一

事
一
一

務

1」

事

丁

よ

号
一
一

式
一
陥
一

様

l
小項百l

山陽小野田市農業委員会委員選挙事業(7月6日執行)

歪 I~官fJ鐸諸君諸ぞZZZ時五!対象|有権者、候補者、関係機関
事|し、告示日の翌日から選挙期日の前日まで期目前及び不|手段|市広報等による周知、選挙管理委員会での決定、告示、通知

|在者投票を行う。選挙期日に投票及び開票(選挙会)をl l 

事|行い当選人を決定する。 1意図|選挙の適正な執行

歳:出 予算現額(円) 決算額(円)

時間外勤務手当 350，000 349，321 

昔支出両元:で三

印刷製本費 175，000 174，960 

通信運搬費 131，776 131，576 

人材派遣委託料 83，000 82，944 

その他 57，224 56，979 

合計 797，000 795，780 

歳入 予算現額(円) 決算額(円)

国庫支出金

財ー 県支出金

調訳同L三劃音 地方債

その他

一般財源 797，000 795，7801 

合+計 797，000 795;780 

活動指標、または成果指標

人工数t人役)1人梓葺南下] r交付税 1__1 長三一戸1
|0.41 2，22 

※上段:目標中段:実績下段:達成率

H24 1 H25 1 I H26 |目標 l

達成
度

臨時人件費概算

1 I管理執行上の問題発生件数

2 

3 

ー自治体関与の妥当性|妥当である
|妥 1........................;"..-.;..:，.........1
?当 |目的の妥当性 | 妥当である

|性|二 l
E対象l受益者)の妥当性| 妥当である

ーコスト効率 |概ね適正である
効 1.....，:....................~...;.. ..;.......1 

二率 |実施主体の適正化 |適正である
性 1..............:...;....;....:...............1

負担割合の適正化

| 二三 I目標達成度 三 !概ね達成している
有斗 l 
効 |類似事業の存在 |存在しない

|性|…:…....…山|
|土佐施策への貢献度|施策体系外

適正である

課題

今の向方性後 計画どおり事業を進めることが適当 改時期善

4易

百一一m

一

投

一

鑑
山
一

一
記
項
一

一
一
特
事
一



様式1号(事務事業評価)

平成26年度事務事業評価シート|課匝局冒室新(係)I選挙管理委員会事務局| 選挙係 | 回
中項目(昨臣、

ーl告示亘Eその重吾正融補著函雇出を受電子る。土地面良
芸|区の調製した選挙人名簿により投票所入場券を有権者に
概|百己布する。投票及び開票(選挙会)を行い当選人を決定
要|する。選挙に要する経費は、土地改良区が負担する。

負r

歳 出 予算現額(円) 決算額(円)
r 

時間外勤務手当

訳支出向三

臨時雇賃金

通信運搬費

選挙用器具費

その他

合 計 。 。

歳入

国庫支出金

財 県支出金
源割

地方債
内合
訳 その他

一般財源 、

合計

予算現額(円)

。

1 -1 7 1 

決算額(円)

。
| 人工…Y!AsTIlr)1 交付税 1_I I =~_':%~C" I ~'" I 
三 人件費概算 ，. '-m

H 

~叫 278，5吋 |為入 1無， ，会計種別| 一般 | 臨時

※上段:目標中段:実績下段:達成率

活動指標、または成果指標 I H24 I H25 I I . H26 1目標 J

I 0件 I I I 0件 |達成
1 I管理執行上の問題発生件数 r..........ot平……r..........……........1 r……・8紅白H ・H ・"1 度

100.00% 

2 

3 

I * l常雪村照明日空芳三
当 |目的の妥当性 |妥当である
性 1';・H ・-….;.;.:...:;;;.............，...1

J対象(受益者)の妥当性| 妥当である

.コスト効率 |概ね適正である
二効 I・M ・R雪山・……・円 | 
率 i実施主体の適正化 |適正である

4性 1.，..;;.........::...;;.;;.:;.......，......・1
1負担割合の適正化 |適正である

|目標達成度 I概ね達成している
有 ~:.・H・ H'・・........山三 | 
効 |類似事業の存在 |存在しない
性|川…… … |
じ1上位施策への貢献度|施策体系外 .. 

課題

今の向方性後 計画どおり事業を進めることが適当
改善
時期

1::1無投即時事業



様式1号(事務事業評価)

平成26年度事務事業評価シート|課開局・室伺(係)I選挙管理委員会事務局|

山口県都市選挙管理委員会連合会定期総会引受事業(7月29日実施)

選挙係 | 回 1 -1 8 1 

事|山口県都市選挙管麗妻貢会連合面三扇面の各市からの
1::1議題を協議する委員長・事務局長会議及び連合会の事
ま|業計画・予算決算等の承認を求める定期総会を連合会

室|加盟の13市が毎年持ち回りで開催する。総会開催に要す
iる経費は、連合会が負担する。

歳出 予算現額(円) 決算額〈円)

干ユ重出両

訳

合計 。 。

歳入 予算現額(円) 決算額(円)

国庫支出金

財 県支出金
源割

地方債内合
訳 その他

一般財漏

合 、 計 。 。
人件費概算 rヱ数f漂い件15;51|宝j引無|丙戸| 一般 臨時

活動指標、または成果指標 H24 H25 

1 I開催上の問題発生件数

2 

3 

自治体関与の妥当性|妥当である

.. 
課題

今の方後
計画どおり事業を進めることが適当

改善

向性
時期

業

一
事
一

算

一
予

一
ロ
一

ゼ

一

一
記
項
一

一
特
事
一



様式1号(事務事業評価)

平成26年度事務事業評価シート|課E局室・所(係)1監査委員事務局| I INol .1 -1 1 1 
中項目(一一、

監査委員事務

主|語習Errzi昌ξ間議協活!対象!日水道事業、市工業問事業、市病院事業ほ か

毒|運営が図られているか、またその運営において、住民の|手段|定期監査(地方自治法第199条第4項)ほか
|福祉の増進と最少の経費による最大効果及び組織、運営l l 

要|の合理化が図られているかについて監査を実施する。 I意図|言語翠ぷ

r t二歳二出 1予算現額C円)1決算額(円) 歳入 予算現額(円) 決算額(円)

i報酬 1 1，959，0叫 1，958，400 国庫支出金

烹|旅費 1 12，0001 10，400 

~....I需用費 1 157，0001 156，761 

語訳三|使用料及び手数料 1 9，0001 8，820 

自オ 県支出金
源割

地方債で
内合
訳 その他三三 4

負担金、補助及び交付金1 32，000 32，000 -般財源 2，169，000 2，166，381 

合計二三三二r2，169，000 2，166，381 f 巳 4E』コ 計 2，169，000 2，166，381 

「メ，件費概算 一般 経常

活動指標、または成果指標 -~--;------:--下 H24 I H25 

し 101暫烹 ....l........~~~雪…
1 1定期監査の実施 I 101部署 I 99部署

l00.00% I 100.00% 
12回 1 12回

21例月出納検査の実施 12回 1 12回

0件 I 0件 1I 0 

31監査報告における改善指導件数 2件 1 17件 1 I 39件

二要âl~~Ê~~府守景子竺|明会~....I.~~門1fîY:ðと♂努{flft:，虫色。
正当 '-cI目的の妥当性 I 妥当である

I 戸 t~.. 一二||対象(受益者)のヨ?当性| 妥当である

:::JAr-:効率予 = キ I 適正である |専門的な知識を有する者による審査が必要であるが、外部監査システム導入の検討は終了している。
効 ~丙んぷ...山H・H・…山町山1.............................1

二率 1実施主体の適正化 |適正である|独立した行政機関として実施している。
ι住ヰι山…H ・M ・-……-…ト…… l 

l負担割合の適正也午|適正である

島標達成度 I概ね達成している|一定の成果が上がっているが、向上の余地もある。
有.+;-，…ーら...;，_.・...'山"“........…….........................1

c三割 1類似事業の存在 | 存在しない

一
上位施策合，の貢献度|施策体系外

-F 
-専下司両な知識を必要とすることから、エキスパートな職員を育成しなければならない0

.研修等に参加することにより研績を積み専門性をより高める必要がる。
・地方自治法第199条第7項に基づき、補助金等を交付している財政援助団体等の監査を実施する必要がある。

計画どおり事業を進めることが適当

-権限移譲に伴い社会福祉法人の指導監査を原課の援助とし、う形で実施していることから、監査時期においては書類の事
前確認・審査等に多くの時間を費やしている。今後は担当部署において適切な人員、人材を確保して対応するべきである。



様式1号(事務事業評価)

平成26年度事務事業評価シート|課・局・窒皿所得)I公平委員会事務局| 回 日 1 

事|職員にかかる不利益処分に対する不服申立て及び勤務
1::1条件に関する措置要求に対して裁決・判定、職員からの
毒|苦情相談、職員団体の登録事項変更管理職員等の範囲
要|を定める事務及び職員団体の登録事務を行う。

会議(定例会(月 1回)及び臨時会(委員長召集))により行う。

叫二有概聞によゐ公平番企により人事行l択の公 .1_ .N+-Y-~FmH.J

ゑ

歳 出 予算現額(円) 決算額(円) 三一 歳 入

報酬 741，000 592，100 国庫支出金

財 県支出金
源割 地方債ミァ
内合
訳 その他

ず語~諒葺原主告Z 
旅費 11，000 10，400 

需用費 6，000 5，954 

負担金、補助及び交付金 33，000 33，000 

その他 20，000 16，737 ー般財源

も合計 811，000 ょ 658，191 L_ 三合 計官

己]
l入工数(人役)1人件費(円)1 

10.31  1，671，5101 
cC ':.A.1'牛費概算

若動指標、または成果指標t

1 1公平委員会(定例会)

21上部団体総会、研修会への参加

事案(措置要求、不服申立て、職員からの苦情相
31談、職員団体の登録事項変更等)の審査及び必

要な措置の執行率

※上段:目標

H24 1 市互吉三竺
12回 1 12回

12回 1 12回

2回 1 2回

2回 1 2回

; 妥 l.r.?-?門???衿空伊目.??f雪?空引|雪*~三芝空三 t併型黙男主主e円閉衿空[:..♂雪黙雪11ltG竺;(L""(ご士士-1tど1t'
2 当 |旧目的の妥当性 | 妥当である
性 h.... ，;::.，...;;，，，.~;..........， ..........1

|対象(受益者}の妥当性| 妥当である

口 γ|コスト効率 二三 |適正である
効~..・H・.......山H・H ・ ι....... ・ ;....1... ・H ・......….....・H・ "1

予算現額(円) 決算額(円)

811，000 658，191 

811，000 658，191 

経常

率 |実施主体の適正化 l 適正である|陣独立した行政機関として実施しているが、県市町総合事務組合でも共同事務処理が行われている。
性 lト卜凶山.……盟q一で里そ己己一竺竺?寸竺一

負担星賓割罰司}合合?の適正化 | 適正である

二 ~I 目標達成度 |達成している
こ有キl..::...:...... ち，，;.;........1
効 |類似事業の存在 |存在しない
、性}ー…....ふ....・.. 一 |

|上位施策への貢献度|施策体系外 .. 
-研修などにより研鎮を積み、専門性をより向めていく。
'・地方公務員法の改正により、今年度から全職員を対象に人事評価制度を導入するとされているが、今後、評価結果に基づ
き昇任、昇給、期末手当に反映させた場合は相当数の不服申立てがあるものと推測する。

|課題

今の後方
計画どおり事業を進めることが適当

改善

向性
時期

園



様式1号(事務事業評価)

29 日回
?車事百--c

介護保険係両齢福祉課

中項目I

平成26年度事務事業評価シート|課 z局室・所得)1

介護保険特別会計への繰出金

ーlヲ干語雇麗}ま、介護給付費の法定負担割合分及び運営の
霊~!地域支援事業に係る一部を除く費用は、一般会計からの
毒|繰出となる為、当該相当分の繰出しを行う。

J要

歳入 予算現額(円]二決算額(円)

国庫支出金

財顕向~三ごF1割主聖i県支出金

地方債三

そ1の他

ァ般財源 825，975，000 801，000，000 

合 計 ー825，975，000 801，000，000 

経常一般団J有人件鰐ヰ
ご 825;975~000

I人工数(入役)1

10.11 ム人件費概算

H24 活動指標、または成果指標

2 

3 

自治{休本闇与与Lの妥当性| 妥当である|介護サ一ピス給付費等の事業を行う市が関与すベき事業であつて、妥当である
妥 l七竺"1"γ日..川….. 山

| 当 :問の銀妥当性 |妥当である|介護保闘肢を適正に運営す誌の事業であリ当であるo

J性 F~;;;;~:，，'...， ............................I..........;..................I

|対象4受益者)の妥当性|妥当である|介護保険制度を適正に運営する為の事業であり、妥当である。

I 1コスト効率 1 適正である |全国的に高齢化が進み、被保険者が増加傾向にあり業務量も比例して増加しているが、適正である。
効 1...，・H・-……--・M ・..;..1・・ | 
率 |実施主体の適孟化 |適正である|介護保険法に基づく事業であり玖、市が実施すべき事業である。

性 トトト““山……且?γ.....一一ぷ.. 示.....ι二可f……"
負担割音の適正化 |適正である|市が実施すベき事業であり臥、適正である。

|同目標達成度
有言 l..，;.，...;................................:..1

三効 I類似事業の存在 三|存在しない
性ード ご，{:..，，，;;;:，;.;.!

上位施策A の貢献度|施策体系外

課題

今の後方
計画どおり事業を進めるこ左が適当

改善

向性
時期

.. 

園



様式1号(事務事業評価)

平成26年度事務事業評価シート|課E局宣明(係)I 国保年金課 |年金高齢医療係| 回

中項目( 小項目{

後期高齢者医療事業特別会計繰出金

手|高齢者の医療の確保に関する法律により平成20年4月に
三|創設された後期高齢者医療制度の実施に伴い、法で定
概|められた療養給付費負担金及び事業運営経費の負担分
要|を拠出するoまた老人医療特別会計の廃止により、はり・

|きゅう施術補助を引き継ぐ。 I意図|高齢者の安定した医療の確保

歳 出 予算現額f円) 決算額(円) 歳 入 予算現額(円)

療養給付費負担金 854，577，000 854，576，196 国庫支出金

主訳向出三ー

はり・きゅう施術費補助金 2，352，000 1，943，400 

山口県桂期高齢者医膏広瞳連合負担金 3，459，000 3，340，890 

後期高齢者医療一般会計操出金 230，439，000 228，159，699 

財源f 割T 
県支出金 基盤安定 138，526，000 

内合
地方債 l

訳 その他 特別対策 1，000，000 

}般財調 951，301，000 

合」計l 1，090，827，000 1，088，020，185 L合計 1，090，827，000 

ヲ 人件費概算 J人工吋人件 賓 町 !?1無|圃一般

1 -1 1 1 

決算額(円)

138，526，881 

2，033，100 

947，460，204 

1，088，020，185 

I ~1tJ 
※上段:目標中段:実績下段:達成率

活動指標、または成果指標 H24 _ 1 -H25. 1 1.- H26 1目標 l

1 Iはり・きゅう利用件数 1，645 2，131 

後期高齢者医療保険基盤安定繰入金
21 

(県3/4、市1/4)
555，950，9781 160，135，449 

3 

一 I自治{体本関与の妥当性 l妥当である|ド「高齢者の医療の確保に関する法律Jfにこよるo

妥 lト卜M山…....山…….. 山….“山……..山…….叫山.. 山...….“川山.刊山一.川.

当一|旧目的の妥当性 | 妥当である 11高齢者の医療の確保lに乙関するj法去律Jによる。
性 lトトト日…………..………….日……..……..…..…………...………..一…..…..且目………"叩山...日・..，...1.............................1

対象f受益者)の妥当性|妥当である 11高齢者の医療の確保に関する法律Jによる。

I 1=l.7.ト効率 三三 |適正である 11高齢者の医療の確保に関する法律Jによる。
効 ~;，.;;.・H ・...・H・...・H・…....・H・山1.............................1.

率三1実施主体の適正化 |適正である|ド「高齢者の医療の確保に関する法律jによるo

性 ト"…………..山……….叫山…旨H山….“山.“....……F戸戸冒日一一..ι山風Jよ一二λ...二λ二戸..川..…川.日.

達成
度

|仁二 |憤負担闘寄割(治合の適正化_.I 適正である 除附期鵬高齢僻者医鴎療保鰍険基盟盤安競定繰似入金飢(県即附14、市1ν州14削4)、後期高齢者医療制度特別対策補助金(臼川0ν/九10)

有|円慢性~.....................I
効 1類似事業の存在 |存在しない
佐 fトトトト"山……….. 山….. 山……….. 山….. 山…..山....………..山……..山…..山.. ….山一よぷιJ戸.“叩.

|上位施策ヘの貢献度 1貢貢献している

.レ
課題

今の向方性後 計画どおり事業を進めることが適当
改善
時期

目標設定不可能(評価にそぐわない事業)



平成26年度事務事業評価シート|課E局室・所得)I 国保年金課

様式1号(事務事業評価)

国保係 1 INol .... IーI21 I 

小項目(守+官世、

一l一般会許から国民健康房融会計に扇子吾事務費、保信主
主|基盤安定、出産育児一時金、財政安定化事業、負担軽
概|減対策のほか、必要に応じて基準外繰出を行う。

要

歳 出 予算現額(円) 決算額(円)

国民健康保険特別会計繰出金 571，214，000 562，042，045 

支訳両出

合主計 571，21荏，QOO 562，042，0451 

国民健康保険特別会計

一般会計から国民健康保険会計へ必要に応じた繰出を行う

意図 l特別会計の健全化・安定化により市民福祉の向上を図る

歳入 予算現額(円) 決算額(円)

国庫支出金 基盤安定 26，695，000 26，695，941 

財 県支出金 革量安定質量唖見 209，979，000 209，978，535 
j原割

地方債 。 。
内合
訳 その他 。 。

ー般財源 334，540，000 325，367，569 

dEb3 h 計ム二 571，214，000 562，042，045 

一般 | 経常|

活動指標、または成果指標

活動指標、成果指標とも目標設定不可能

H24 H25 

2 

3 

‘自治体関与の妥当性|妥当である|国民健康保険法による。
妥 }ド.-;，九山山主LらE恒山勾引.. …… .. 山山….. 山山.. 山...川.. 山川.. 川.日-

、当 I旧目的の妥当性 I妥当である|国民健康保険法による。
性世;士1千I十ト卜ト..………….“…….. …… .. 一.目...………….. …… .. …....……….日…….. …....…....一……-ムん.“...………….. …… .. ….日.目一……….目…….目…....，..

|対対E象f受益者)の妥当性| 妥当である|国民健康保険法による。

| ユ bコスト効率 I適正である|国民健康保険法による。
効 }トトト予い川..…一竺?円川川.. 山川川.へiバ山'"山……….. 山…….. 山….. 山...日…….. 川…….リ吋叩貝u刊....叩山叩.. 山出.竺竺?竺?山
率 |実施主体の適正化 |適正である|国民健康保険法による。
性 Iト"….....守...……….. …… .. … .. 叫….. 山.. 山...……….. 山….. 山….. …..目……….. 山.“且…….一・・H ・H ・....1・E・ 4 

|:壬|負担割合P適正化 了|適正である|国民健康保険法によるρ

|三 |目標達成度
有ト・..........“"……..................，

効;類似事業の存在可 |存在しない
性」古川リ… l 

|二....，上位施策への貢献度 1:施策体系外 .. 
課題

在
方
性

奇
の
向

計画どおり事業を進めることが適当 1251 
目標設定不可能(評価にそぐわない事業)



様式1号(事務事業評価)

平成26年度事務事業評価シート|課E 局室刊(係)I 健康増進課 |地域医療対策室| 回 日 46

.，...，地方蚕音査業法ピ墓弓ま毎年度結語省主り通知される

芸 I~地方公営企業の繰出金について」に定められた基準の
概l範囲内で繰出金を支出する。

要

歳出 ム 予算現額(円) 決算額l円)

ご支

繰出金 488，387，000 488，387，000 

二出

I内

訳

合 言十 488，387，000 488，387，000 

ー歳 入 予算現額(円) 決算額(円)

国庫支出金

財 県支出金

瀬内 γ 割合 地方債

その他訳

一般財源 488，387，000 488，387，000 

合計 I 488，387，000 488，387，000 

人件費概算 rZ数(人引人件宮川官ード II会開rl一般 臨時

一活動干古車言正直si;馬言覆 H24 

2 

3 

一一妥 l.~.~~l~~.~.~滑空 !?fTf|.???竺プ.宇佐ヨ27.
当|目的の妥当性 三|妥当である
性|そ!日一 宇品三 l

三|対象(受益者)の妥当性l妥当である

|コスト効率 I適正である
マ劫一三.~トト.. 山…….. 山…….. 山…….. 山…….. 山…….“山.. ….一...…….. 山.. 
J率 |実施主体の適正化 I適正である

性宣言語以説記"::';1証主;;6....1長言語通両五五五記両三五五三i;五;
ーι一l目標達成度

三有 i ，....，..~.，.，.:..;'..".;....，....，........， .1 

〉効 |類似事業の存在 |存在しない
性 h:.. ，;:..::........~....................-.:-;.I

|土位施策への貢献度|貢献している

課題

今の方後
計画どおり事業を進めることが適当 改時善期

向性

.. 

業

一
事

一:
 

、h
v

-

h

ι

-

J
J

・
-

わ

一

A

I

E

 ノヘ一
そ

一
-
」
一!
 

白
疋
一

設
-
一

標

一

同

日

一

一
記
項
一

一
特
事
一



様式1号(事務事業評価)

日日回;|企業立地推進室|商工労働課平成26年度事務事業評価シート|課 a局宮・所(係)1 

歳三入 予算現額(円) 決算額f問〉
国庫支出金

財調訳向 割合

県支出金

地方債

その他

ー般財源 100% 440，000 440，000 

合計 441)，OQO 440，000 

交付税
算入マ

人件費(f9下1

竺至当

三歳 キ出 予算現額(円) 豊重塑(円)

Jてよ通訳向員ξ三匂

工業用水道事業会計繰出金 440，000 440，000 

合三計 440，000 440，000 

|人工数〔人役)1 
10.051 臨時

|ご H24活動指標、またl主成裏指標

…田
H
…

一…千…一

刊ハ
H

U

n

H
A斗
A

n

n
-
h
d
"
 

E
E
E
+

・・・・・守・
E

…同門…

一…千…一

H
A
H
V
H
 

山

ワ

白

山

"
「
町

υ
"

1 1繰出金(児童手当負担金)

2 

3 

|直治体闘与の妥当性l妥当である|水道局への基準内繰出金であり、市が実施する必必、要がある。
妥妥C _cf干lト'山….. 山山.. 山山.. 山..…….山...… 山……….叫山.. 

三当 l同目的の妥当性ご 1妥当である|基準内の繰出金であり臥、地方交付税措置が適用される。
斗J二 性 }トトトn一……ヨH………a日….. ….. .. ……….日…....り山片.再←"...…ιl瓦言....長3戸壬L三1…-…・....1.............................1

|対象(受益者)の妥当性|妥当である|妥当である。

I:J丞ト効率牛 |適正である|基準内の繰出金であり、地方交付税措置が適用される。
効 k.':";:'……………・円1.............................1.
三率一二J一¥三寸ζ:1ヴヴ|実施主体の適正化一て二二| 適正である I適正である。
三性 トトトu…且……….. ……且H…….. …且H且……….. 山山.“山.“.“………….. …………且M山…….. 山….“山.“.円山…竺日一.. 山.. 目……….μ山….. 山….. … 

上負担割合合もの適正化 | 適正である I適正である。

|旧目標標U違成度
有三t~ 望号 I 

効 |類似事業の存在三 |存在しない
二性 1....，......_..:.:....，...:..:......;."..;:'.-;1 

上位極策会の貢献度|施策体系外

"... 
特記なし。

課去題三

今の後方
計画どおり事業を進めることが適当

向性

地方公営企業への経費負担については、総務省の繰出基準に沿った歳出の場合、地方交付税の措置が適用される。



様式1号(事務事業評価)

21 日回農林係農林水産課

中項目(

平成26年度事務事業評価シート|課局冨室・所(係)1

地方卸売市場事業特別会計繰出金

""'-'，高干杭青果物地方面売市揚と小野田青某勃地方卸売市

芸|場とが廃止・統合する形でS58年に市場開設。
;!I地方卸売市場事業特別会計については、施設の維持管

婁|理に係る経費の不足分については一般会計から繰出し。

歳、三入 予算現額(円〉 決算額(円〉

国庫支出金

財 県支出金工、
源割

地方債;

訳向三舎J その他

一般財源 繰入金 12，177，000 11，524，000 

d回~ 計 12，177;000 11，524;000 

歳出 予算現額(円) 型車型(円)二

繰出金 12，177，000 11，524，000 

支
出
内 γ

訳

計 12，lnOOO 三て11，524，000

臨時判明一
I人工薮I瓦夜汀人件費伺子1

0351 1，950，0951 
人件費概算

1 H24 活動指標、または成果指標

1.....................・・・・・・・・................................
一、

2 

3 

a自治体閉幕の妥当性|妥当である|公設市場であり、妥当である。
妥 1.......':...;.:.……...・H・..↓ .................1
当 i旧目的の妥当性 |妥当である|公設市場であり臥、妥当である。
性 I日L….日竺…，竺一了一..五→ポイ-♂-宇戸山J品山汗川円.. ι山叫.. ←叫...円.守三 .. バ山山戸ふ.

主1対象(受益者)の妥当性| 妥当である|公設市場であり弘、妥当である。

1::1ヨスト効率 l 主 l適正である l公設市場であり弘、適正である
J 効 lトト"山………....・..;.......…・巧・竺・H ・.1.............................1
率 1実施主体のi遁i重重正J化!化じ | 適正である|公設市場であり仇、適正である。
性 I ……. ‘恒'"主長...一函..，山...i.'，タ詳..山;一.o山山o.

負担喜審言J合の適正化 1 適正である|公設市場であり弘、適正であるo

|旧目標達成度 」 ι1概ね達成している
:三有 >1 、 :.，~:..h:，..1 

効 |類似事業の存在 |存在しない

性 lトト…"山…...竺….竺f一.竺竺竺竺.. 竺7ト……"山…".一....一山l一一"山.
|よ-よ-よ主位施策への貢献度|施策体系外

..... 
市場での青果物取扱量が減少している。健全な運営を行うためにも継続した支援・指導が必要。

課題

今の方後
計画どおり事業を進めることが適当

改善

向性
時期

圃



様式1号(事務事業評価)

平成26年度事務事業評価シート|課・局 a室胃所(係)I 農林水産課 耕地係 I INol 卜I48 1 

特別会計の健全化・安定化により市民福祉の向上を図る。

歳:出 予算現額(円) 理軍璽(円) 歳入 予算現額(円〕

繰出金 59，351，000 59，351，000 国庫支出金

支
出

訳内

財 県支出金
源割

地方債 = 
内合
訳 その他

一般財源 59，351，000 

合計三 4 . 59，351，000 59;351，000 dEL ヨ 計 59，351，000 

λ件費概算 |人工数官l 人件想~ 1三官t1 無|同町| 一般

活動指標、または成果指標 H24 H25 

2 

3 

自治体関与の妥当性|妥当である|農業集落排水事業特別会計への繰出金であり、妥当である。
妥 l…吾川..............……....，..1.............................1
当 |目的の妥当性 γ:1妥当である|農業集落排水事業特別会計への繰出金であり、妥当である。
性 }九...・H ・...ー…........…・日ι1.............................1
三三子|対象(受益者)の妥当性| 妥当である|農業集落排水事業特別会計への繰出金であり、妥当である。

三五 |コスト効苧三三 | 適正である l慎農業集落制封排ド同水事業特別会計への繰出金であり弘、妥当であるo

「率 |実施主体の適E化 |適正である 1農業集落排水事業特別会計への繰出金であり弘、妥当である。
性 h.寸竺?士.....可.一Jベイ山ι..二.二よλ:主.....え一一Lし.

|負担割合の適正化 1適正である 1農業集落排水事業特別会計への繰出金であり仇、妥当であるo

j主主1主主看主l.~持空特号明二ι.........二.......1 空?と:..~.~~.Jザ.子ザ何??!?三子竺Tf虫色
効 |類似事業ぬ存在、 I存在しない

J性 1..，，;一示ム…… | 

I主位施策への貢献度|施策体系外

..... 

課題

今の後方
計画どおり事業を進めることが適当

改善

向性
時期

圃

決算額(円)

59，351，000 

59，351，000 

臨時



様式1号(事務事業評価)

平成26年度事務事業評価シート|課且局・室 z所(係)j

:支
二出

内
卜訳

1 I繰入額

2 

3 

歳 出

繰出金

:合計

人J件費概算 T

面項目I

予算現額(円) 決算額(円}

975，300，000 961，000，000 

三975，300，000 961，000，000 

l人工数(人役)1入件費(円)J 
10.151  835，7551 

活動指標、三または成果指標J

下水道課 管理収納係 回
小I貰百T

下水道事業特別会計繰出金

一般会計から特別会計に繰出金を支出する。

特別会計の健全化を図る。

歳入 予算現額(円)

国庫支出金

財 県支出金
源割

地方債
内合
訳 その他

ー般財源 975，300，000 

，合 言十 975，300;000 

一般

妥 E 自治体聞与の雪当佐| 妥当でぞ<b:Sι全今共下水道管早宇である市とし:♂土取組みであり、妥当である。

当 l旧目的の妥当性 | 妥当である|下水道事業を実施するための重要な財源であり弘、妥当である。
性ニ千Iト.. …………… .. …………… .. …山…….. 山山….. 山山.. 山.. “………… .. …… .. …… .. ….......………..ムん…山…川.. ……… .. …… .. 山...一.. 

?三7三|対象(受益者)の妥当性| 妥当である|下水道事業を実施するための重要な財源であり、妥当である。

I *" Iコスト効率 |適正である|繰出金を減少させるため、平成26年度より下水道使用料を改定した。
効 lトトト司"……….. ……… .. ……… .. 山……司H山…….. 一…….. 山…….. 山…….. 山….. …司」一川}ι.吋-前山ふ4ρ一九.. 主

率 |実施主体の適正化 |適正である|公共下水道管理者である市としての取組みであり弘、適正であるo

性 }トトド'リ可}竺-戸Jλ…而い....u山山山..市山t石戸.. 臥ふ・..........・M・..........円一…1.............................1
fcl貢担割合の適正北 |適正である

|目標達成度
有 ~;...èè...'..'.;;;;.~..'......................1

効 |類似事業の存在 |存在しない
性 f;.uo':...u~..... ・H・.......ニ|

|上位施策への貢献度|施策体系外

.レ
料金改定に伴う増収により、繰出金の圧縮を図りたい。

課題

今の後方
計画どおり事業を進めることが適当

改善
時期

向性

圏

日 24 

決算額(円)

961，000，000 

961，000，0001 

経常


	施策体系外
	１　総務部
	２　総合政策部
	３　市民生活部
	４　健康福祉部
	５　産業振興部
	６　成長戦略室
	７　監理室
	８　出納室
	９　教育委員会
	10　議会事務局
	11　選挙管理委員会事務局
	12　監査委員事務局
	13　公平委員会事務局
	14　繰出金


